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１．2025 年 9 月期の概要 

（１）経営環境 

2025 年度の当金庫営業エリアでは東日本大震災から 14 年余りが経過し、着実に進んで

きた復旧・復興状況を踏まえ、国では 2021年 4月から「第２期復興・創生期間」として多

岐に亘るきめ細かな施策が引き続き実施されております。 

このような中、2020 年 3 月までに帰還困難区域を除く全ての地域で避難指示が解除され、

帰還困難区域についても 2022 年には葛尾村、大熊町、双葉町、2023 年には浪江町、富岡

町、飯舘村において特定復興再生拠点区域の避難指示が全て解除されるなど、住まいとま

ちの復興、帰還促進・生活再建などの復興計画は、着実に進捗しております。 

さらに、浜通り地域等に新たな産業基盤の構築を目指す「福島イノベーション・コース

ト構想」の推進、国・福島県・民間からなる(公財)福島相双復興推進機構(福島相双復興

官民合同チーム)による事業者の自立再建に向けたコンサルティング支援、人材確保・販路

開拓支援の取組み、世界に冠たる「創造的復興の中核拠点」を目指す福島国際研究教育機

構（F-REI）による研究開発・産業化・人材育成等の推進など、産業・生業の再生や新た

な産業基盤の構築を目指した地域の復興・再生がより一層進展・広域的に波及していくこ

とが期待されています。 

一方、東日本大震災に係る福島県全体の避難者は、徐々に帰還が進みつつあるものの、

2025 年 11 月現在で 23,701 人（うち県外避難者 19,176 人）となっており、今もなお多く

の方々が避難生活を余儀なくされている状態が続いております。 

また、当金庫営業エリアにある避難指示区域等に所在している商工会会員の事業所再開

状況は、2025 年 10 月 20 日現在、1,888 事業者中、再開事業者が 1,666 事業所（再開率

88.2％）、うち地元再開が 1,072 事業所（再開率 56.8％）に留まっており、今後、事業再

開の促進に加え、新規創業および事業所誘致等に係る取組みが、地域経済の発展・成長に

向けた重要な課題となっております。 

このような状況の中、当金庫は、取引先の経営改善支援と本業支援強化に向けた伴走支

援の継続した推進、営業エリアの市町村との一層の連携強化、デジタル化による営業力強

化・業務の効率化、お客様へ新たな価値の提供、持続可能な経営基盤の構築に取り組んで

まいりました。 

今後も当金庫では、「あぶくま『未来を拓く変革への挑戦』３カ年計画」(2024～2027 年

度)ならびに 2021 年 4月から 2026 年 3月までの５年間を実施期間とする「特定震災特例経

営強化計画」に掲げた各種施策を着実に実行することにより、地域の復興・創生および地

域経済の活性化に向けた取組みを強力に推し進めるとともに、組織の革新、持続的人的基

盤の確立、ＤＸの推進により、持続可能な経営を確立してまいります。 

なお、当金庫の自己資本の状況および今後の収益計画を踏まえ、健全性を確保しつつ、

自己資本の質的良化を図るために、2026 年 2 月を目途に優先出資 200 億円を買入消却する

予定としております。 
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（２）決算の概要 

イ．主要勘定（末残） 

(ｲ)預金積金 

預金積金残高は、地方公共団体から預入れが増加した一方、個人および法人の預金が

減少したことにより、前年度末比 5 億円減少の 3,119 億円となりました。 

個人預金は、相続や他の金融機関等への預け替えなどにより、同 23 億円減少の 1,964

億円、法人預金は、大口先の払出しなどにより、同 10 億円減少の 528 億円となりました。 

公金預金は、地方公共団体との連携強化等により、同 26 億円増加の 618 億円となりま

した。 

 

(ﾛ)貸出金 

貸出金残高は、取引先の事業拡大に向けた設備投資や運転資金への応需、地公体およ

び個人向け貸出の取組みなどにより、前年度末比 12 億円増加の 1,028 億円となりました。 

中小事業者向け貸出は、建設業、卸売業・小売業が減少した一方、不動産業、製造業

が増加したことなどにより、同 5億円増加の 412 億円となりました。 

 

(ﾊ)有価証券  

有価証券残高は、社債、株式、その他の証券等が減少する一方、国債、地方債が増加

し、前年度末比 31 億円増加の 1,044 億円となりました。 

■預貸金等の推移 

（単位：百万円） 

 
2024 年 9 月末 2025 年 3 月末 2025 年 9 月末 

 

前年度末比 

預金積金 311,737 312,593 311,999 ▲594 

貸出金 100,303 101,620 102,847 1,227 

 うち中小事業者向け 39,794 40,738 41,253 515 

有価証券 104,004 101,281 104,407 3,126 

 

ロ．損益の状況 

貸出金の増加や日本銀行の金融緩和の修正による市場金利の上昇などにより、業務収益

は増加したものの、預金金利の引上げ、賃上げ等による人件費や新店舗関連費用の増加等

もあったことから、業務純益は前期比 155 百万円減少の 347 百万円、経常利益は株式等の

売却益などがあったものの、同 58 百万円減少の 545 百万円、当期純利益は同 52 百万円減

少の 393 百万円となりました。 
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■損益の推移 

（単位：百万円） 

 
2024 年 9 月期 2025 年 9 月期 

 

前期比 

業務純益 503 347 ▲155 

コア業務純益 499 374 ▲125 

コア業務純益(投資信託解約損益除く) 499 369 ▲129 

経常利益 604 545 ▲58 

当期純利益 446 393 ▲52 

 

ハ．自己資本比率の状況 

2025 年 9 月末の自己資本比率は、利益の積み上げにより自己資本額が増加したことなど

から、前年度末比 1.47 ポイント上昇し、37.10％となりました。  
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２．中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当金庫が主として業務を行っている

地域における経済の活性化に資する方策の進捗状況 

（１）中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策の進捗状況 

イ．中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策 

当金庫は、創業以来、経営理念および基本方針にもとづき、中小規模の事業者（以下

「事業者」という。）に対する円滑な資金供給および貸付条件の変更等に対応し、事業者

の成長・発展を支援するとともに、地域経済の活性化に向けた取組みを積極的に推進して

おります。 

今後も引き続き、地域金融機関としての役割を果たし、金融仲介機能を十分に発揮して

いくため、以下の取組みをさらに強化してまいります。 

(ｲ)コンサルティング機能・相談機能の発揮 

当金庫は、信用金庫の強みである「facetoface」による日々の営業活動等を通じて、

お客様とのコミュニケーションを図り、お客様との良好な関係構築・強化に努めるとと

もに、きめ細かな対応に取り組んでおります。 

具体的には、事業者の様々なライフステージ（創業・新事業開拓、成長段階、経営改

善、事業再生、債務整理および事業承継）に応じて、事業者が抱える経営課題やニーズ

等を的確に把握するとともに、営業店と関係本部または外部機関等が連携を図りながら、

適切な指導・助言および経営課題等解決のための最適な施策等の提案を行い、事業者の

成長・発展等を積極的に支援しております。 

また、2025 年 4 月には、米国による関税措置等により影響を受けた事業者の資金繰り

を支援するため、審査管理部および本店営業部を問い合わせ先とする「米国関税措置等

対策相談窓口」を設置しております。 

なお、2025 年 9 月末現在、本店営業部２Ｆ「ふれあいプラザ」では土日・祝日にも各

種融資相談等の受付けを行うとともに、福島市県営北沢又団地をはじめ福島県内3か所に

おいて、定期的に移動相談会を開催する等、きめ細かな相談体制を整備しております。 

 

(ﾛ)審査管理態勢の強化 

当金庫は、「クレジットポリシー」、「金融円滑化基本方針」、「金融円滑化管理方針」お

よび各種与信関連規程・要領等を定め、融資取引を行うにあたって当金庫役職員が遵守す

べき基本的事項、金融円滑化に関する基本方針、新規融資や貸付条件の変更等の相談・申

込みへの対応および審査・管理体制等、事業者に対する信用供与の実施体制を整備してお

ります。 

また、当金庫は、担保または保証に過度に依存することなく、事業者の事業内容、技術

力、販売力、成長性および経営者の資質等を適切に評価する事業性評価を重視した融資姿

勢で取り組んでおります。 

なお、震災直後には、事業者の実情を踏まえ、返済猶予や返済条件等の変更等に柔軟に

対応するとともに、事業再開意欲のある事業者に対しては、担保・保証人や返済期限の緩

和等、融資条件の弾力的な取扱いを実施しました。 

また、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨や内容を踏まえ、同ガイドラインを
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融資慣行として浸透・定着させていくために、「経営者保証に関する取組方針」を策定し

2023 年 4月に公表しております。 

 

(ﾊ)外部機関等の活用による対応 

当金庫は、信用保証協会保証による制度融資や㈱日本政策金融公庫等との協調融資を

積極的に活用することにより、事業者に対する円滑な資金供給に努めております。 

また、信金中央金庫と信金中央金庫の子会社である信金キャピタル㈱との共同出資に

よる中小企業向け創業・育成＆成長支援ファンド「しんきんの翼」の活用についても検

討しております。 

さらに、事業者に対する経営改善および事業再生支援等にあたっては、中小企業活性

化協議会、産業復興機構および(独)中小企業基盤整備機構等の外部機関や税理士等の外

部専門家との連携強化を図っており、外部機関等の専門的な知見、ノウハウおよび機能

を積極的に活用しております。 

なお、当金庫は、事業再生等に豊富な支援実績を有する㈱地域経済活性化支援機構の

活用についても、今後、必要に応じて検討してまいります。 

 

(ﾆ)コンサルティング機能等を発揮できる人材の育成 

当金庫は、コンサルティング機能の発揮や目利き力の強化に向けた人材の育成を図る

ため、外部機関が主催する研修やセミナー等に積極的に職員を派遣するとともに、経営

改善・事業再生等をテーマとした庫内研修、庫内トレーニー制度の実施、営業店におけ

るＯＪＴの推進、審査管理部等による営業店への臨店指導およびファイナンシャルプラ

ンナーや中小企業診断士等の各種公的資格の取得を奨励しております。 

2025 年度においても、下表のとおり、各種研修会への派遣や外部講師による研修・セ

ミナー等を実施するとともに、信金中央金庫が提供するSels（eラーニングシステム）を

活用し、職員の自己研鑽による知識向上に引き続き取り組んでおります。 

また、(一社)日本金融人材育成協会が認定する「企業経営アドバイザー」については、

事業性評価の手法(ローカルベンチマーク・経営デザインシートを活用した対話等)を活

用して、様々な専門家との連携を図り、事業者の経営課題を整理・把握し解決に導く役

割を担いますが、当金庫内部の公募により同アドバイザー検定の受講を案内し、2025年 9

月末現在、試験に合格した 9 名を本部および営業店に配置しております。 

今後も引き続き、各種研修の実施等により、職員のレベルアップに努めてまいります。 

■2025 年度に参加した外部研修会等 

実施時期 主催 内容 参加人数 

2025 年 5 月 東北地区信用金庫協会 営業店長研修 1 名 

2025 年 6 月 

東北地区信用金庫協会 中堅管理者研修 2 名 

福島県信用金庫協会 ＣＳ向上講座 2 名 

福島県信用金庫協会 年金獲得推進講座 2 名 

2025 年 7 月 
東北地区信用金庫協会 融資推進研修 2 名 

東北地区信用金庫協会 初級管理者養成研修 2 名 
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実施時期 主催 内容 参加人数 

2025 年 7 月 

福島県信用金庫協会 法人融資推進講座 2 名 

福島県信用金庫協会 融資実務講座 2 名 

福島県信用金庫協会 新入職員フォロー研修 4 名 

2025 年 8 月 東北地区信用金庫協会 ＣＳ向上講座 1 名 

2025 年 9 月 
東北地区信用金庫協会 女性のための融資研修 1 名 

しんきん共同センター 融資・預金ステップアップ研修 12 名 

 

(ﾎ)復旧・復興の進捗状況に応じた営業推進活動に係る戦略 

当金庫は、震災からの復旧・復興の進捗状況が地域ごとに大きく異なるため、中地区

（本店営業部、小高支店、浪江支店、東支店、飯館支店）、北地区（相馬支店、新地支店、

亘理支店）、南地区（富岡支店、広野支店、久之浜支店、双葉支店、夜の森支店、大熊支

店、いわき支店）および西地区（中通り）の4つのエリアに分けて、生活環境やインフラ

の復旧・整備、住民の帰還、事業所の事業再開など各地域の復旧・復興状況に応じた店

舗再開や経営資源の再配置など、エリア別に営業推進活動に係る戦略を策定し取り組ん

でおります。 

今後も、地域の復旧・復興の進捗状況に合わせた各種施策の実施により、お客様のニ

ーズに沿ったきめ細やかな金融サービスの提供に取り組んでまいります。 

 

ロ．中小規模の事業者に対する信用供与の実施状況を検証するための体制 

当金庫は、事業者に対する信用供与の実施状況や各種施策等の対応状況について、審査

管理部、業務推進部および総合企画部の担当役員で構成する「中小企業等金融円滑化推進

委員会」において実績等の管理および情報の共有化を図るとともに、定期的に常務会に報

告しております。 

また、中小企業等金融円滑化推進委員会では、営業店等における対応状況をモニタリン

グするとともに、施策の取組みが十分でないと認められる場合には、担当部門に対して、

要因分析および具体的な対応策の検討・企画立案を指示する等、実効性を確保するための

態勢を整備しております。 

さらに、経営強化計画に掲げた各種施策等の取組みについても、定期的に部店課長会議、

常務会および理事会において進捗状況の管理を徹底しており、施策の取組みが十分でない

と認められる場合には、担当部門に対して、要因分析および具体的な対応策の検討・企画

立案を指示しております。 

なお、当金庫は、2012 年 2 月に信金中央金庫との間で締結した経営指導契約にもとづき、

経営強化計画の実施状況や当金庫の財務の状況等を信金中央金庫に報告するとともに、被

災債権の管理・回収をはじめ経営強化計画に掲げる各種施策の取組状況について指導・助

言および検証を受ける態勢となっております。 

 

ハ．担保または保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応

した信用供与の条件または方法の充実のための方策 

担保または保証に過度に依存しない融資の促進および事業者の需要に対応した信用供与
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については、これまでも地域密着型金融を推進するなかで、無担保・無保証ローンの取扱

いおよび信用保証協会保証付融資の活用等による資金供給を行ってきましたが、震災の影

響による甚大な被害を受け、動産・不動産が滅失または毀損している実情を踏まえ、さら

なる取組みの強化を図る必要があると認識し、積極的に対応しております。 

被災されたお取引先への融資にあたっては、担保となるべき資産が滅失しているなど通

常の審査では対応できない場合もあることから、無担保・無保証ローン、利子補給融資商

品等のほか、審査面でも柔軟に対応しております。 

また、地方創生に係る取組みとして、地域への円滑な資金供給を図るため、地方創生関

連商品を提供し円滑な信用供与に努めております。 

当金庫は、今後も引き続き、お客様のニーズ等を踏まえた商品開発・提供の検討および

商品性の見直し等を図るとともに、事業者の財務内容や担保または保証に必要以上に依存

することなく、継続的な営業活動・経営相談等を通じて、事業者の事業内容や将来の成長

可能性等を適切に評価する事業性評価にもとづく融資を促進してまいります。 

さらに、当金庫は、2013 年 12 月に公表された「経営者保証に関するガイドライン」の

概要や金融機関における対応等に係る職員向け説明会を実施し周知徹底を図っております。

加えて、同ガイドラインを融資慣行として浸透・定着させていくために、「経営者保証に

関する取組方針」を策定し 2023 年 4 月に公表しております。 

当金庫は、今後も引き続き、同ガイドラインを遵守し、経営者保証に依存しない融資を

促進するとともに、保証契約を締結する場合には、保証契約の必要性の説明および適切な

保証金額の設定等の対応を行ってまいります。 

 

(ｲ)プロパーローンによる対応 

当金庫は、東日本大震災後、被災されたお取引先の状況を踏まえ、2011 年 4 月および

同年 5 月から無担保ローン商品、2012 年 2 月から原則無担保の事業者向けカードローン

の取扱いを開始しております。 

また、2016 年 9 月からは、地域への円滑な資金供給を図ることを目的として、法人・

個人事業主および個人のミドルリスク先を対象としたうえ、無担保での取扱いを可能と

した「地方創生ローン」の取扱いを開始しております。 

さらに、2018 年 10 月からは、被災地で創業する事業者や創業して間もない被災者向け

の融資商品として、㈱日本政策金融公庫との協調融資商品「あぶしん創業ローン」の取

扱いを開始しております。 

当金庫は、引き続き、お取引先のニーズに応えることができる融資商品等の検討を進

めてまいります。 

 

(ﾛ)保証会社保証付ローンによる対応 

当金庫は、これまでもお取引先が、担保および保証人の有無にかかわらず適時適切に

資金調達が行えるよう、保証会社と提携した無担保・無保証のローン商品を取り扱って

まいりました。さらに、東日本大震災後には、住宅に被害を受けられたお客様の増改築

ニーズ等に対応するため、2011 年 4 月および同年 7 月に無担保・無保証のローン商品の
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取扱いを開始いたしました。 

また、既存のマイカーローンについても、自家用車を失ったお客様を支援するため、

内容を見直し、2012 年 2 月に貸付金利を優遇した商品を追加いたしました。カードロー

ンについては、被災され来店が困難なお客様への対応として、2012 年 3 月に契約時の来

店を不要とする商品を追加いたしました。さらに、復興応援キャンペーンとして、2013

年 3 月より低金利カードローン「ＶＩＰゴールドⅡ」の取扱いを開始しております。 

今後も、お客様の状況を踏まえ、円滑な信用供与に向けて適時適切に商品性の見直し

を進めてまいります。 

 

(ﾊ)保証協会保証付ローンによる対応 

当金庫は、被災されたお取引先に円滑な信用供与を実施するためには、緊急保証制度

を含む保証協会の積極的な活用が不可欠であると考えており、今後もより一層の活用を

図ることとしております。また、福島県信用保証協会との協議会を定期的に開催し、融

資環境に関する認識の共有化を図っております。 

 

(ﾆ)ＡＢＬによる対応 

当金庫は、福島県信用保証協会および宮城県信用保証協会の流動資産担保融資保証制

度（ＡＢＬ保証）を活用した融資を取り扱っており、2025 年 9 月末までの累計で 2 件 20

百万円の取扱実績があります。また、プロパー貸出でもＡＢＬを活用した融資を取り扱

っており、太陽光発電に係る設備等を担保とした融資の実行により、2025 年 9 月末まで

の累計で 43 件 1,117 百万円の取扱実績があります。 

今後も、地域の復旧・復興の進捗状況とお取引先の事業再開等を勘案し、資金需要が

発生した場合には、お取引先の資金調達手段の一つとして、ＡＢＬに前向きに取り組ん

でまいります。 
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■震災からの復旧・復興に向けた融資商品一覧 

種類 対象者 商品内容 提供開始 取扱実績 

プ
ロ
パ
□
ロ
□
ン
□
無
担
保
□ 

個人 

名  称：東北地方太平洋沖地震にともなう 

緊急融資 

資金使途：被災者の救済資金 

融資金額：300 万円以内 

融資期間：10 年以内 

担  保：原則不要 

保 証 人：1 名以上（家族保証可） 

年 利 率：固定 0.5％～1.5％ 

2011 年 

4 月 20 日 

11 件 

25 百万円 

名  称：地方創生ローン 

資金使途：投機等を除く健全な資金、借換資金 

融資金額：500 万円以内 

融資期間：10 年以内 

担  保：必要に応じて徴求 

保 証 人：1 名以上（原則、法定相続人） 

年 利 率：1 年以内固定、1 年超変動 2.4％以上 

2016 年 

9 月 12 日 

55 件 

153 百万円 

事業者 

名  称：あぶくま応援団震災特別融資 

資金使途：事業上必要な資金 

融資金額：1 億円以内 

融資期間：1 年以内 

担  保：不要 

保 証 人：法人-代表者 1 名 

個人事業者-法定相続人 1 名 

年 利 率：固定 0.7％ 

2011 年 

5 月 18 日 

105 件 

3,386 百万円 

名  称：復興応援事業者カードローン 

「復興特別」 

資金使途：事業上必要な資金 

融資金額：2,000 万円以内 

融資期間：当座貸越期間 5 年以内、証書貸付 

切替後 7年以内（通算 12 年以内） 

担  保：原則不要 

保 証 人：法人-代表者 1 名 

個人事業者-法定相続人 1 名 

年 利 率：固定 4.0％ 

2012 年 

2 月 1 日 

21 件 

212 百万円 

名  称：地方創生ローン 

資金使途：運転・設備資金、投機等を除く健全 

な資金、借換資金 

融資金額：1,000 万円以内 

融資期間：10 年以内 

担  保：必要に応じて徴求 

保 証 人：法人-代表者 1 名 

個人事業者-法定相続人 1 名 

年 利 率：1 年以内固定、1 年超変動 2.4％以上 

2016 年 

9 月 12 日 

1,767 件 

9,244 百万円 
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種類 対象者 商品内容 提供開始 取扱実績 

プ
ロ
パ
□
ロ
□
ン
□
無
担
保
□ 

事業者 

名  称：あぶしん創業ローン 

対 象 者:創業前または創業後 5年以内の事業者 

資金使途：開業資金・法人設立資金、開業後の運

転資金・設備資金 

融資金額：500 万円以内 

融資期間：運転資金 7年以内 

設備資金 10 年以内(据置期間 2 年以内) 

担  保：必要に応じて徴求 

保 証 人：法人-代表者１名 

個人事業主-事業従業者１名 

年 利 率：2.4％ 

2018 年 

10 月 1 日 

11 件 

28 百万円 

名  称：あぶくま「まちづくり応援資金」 

対 象 者：当金庫の営業地区内において新たに事

業を始める事業者等 

資金使途：創業資金、第二創業資金、設備資金 

融資金額：2,000 万円以内 

融資期間：5 年以上 12 年以内（据置期間 2 年以

内） 

担  保：必要に応じて徴求 

保 証 人：法人-代表者 1 名 

個人事業者-法定相続人 1 名 

年 利 率：当初 2 年間は固定 0.25％ 

3 年目以降は固定 1.8％ 

2013 年 

3 月 4 日 

14 件 

170 百万円 

プ
ロ
パ
□
ロ
□
ン
□
利
子
補
給
型
□ 

事業者 

名  称：しんきんの「地域力」 

対 象 者：南相馬市に事業所を有する事業者等 

資金使途：設備資金、運転資金 

融資金額：1,000 万円以内 

融資期間：10 年以内（据置期間 2 年以内） 

担  保：必要に応じて徴求 

保 証 人：法人代表者 

年 利 率：当初 2年間は利子補給期間として利子

負担なし。以後、固定 1.8％以内 

2012 年 

11 月 5 日 

7 件 

44 百万円 

名  称：あぶくま「わがまち基金」 

対 象 者：被災により事業再開・継続が困難な状

況にある事業者等 

資金使途：設備資金、運転資金 

融資金額：1 億円以内 

融資期間：15 年以内（据置期間 3 年以内） 

担  保：必要に応じて徴求 

保 証 人：法人-代表者 1 名 

個人事業者-法定相続人 1 名 

年 利 率：当初 6年間は利子補給期間として利子

負担なし。以後、固定 1.8％以内 

 

2013 年 

12 月 13 日 

215 件 

8,036 百万円 
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種類 対象者 商品内容 提供開始 取扱実績 

プ
ロ
パ
□
ロ
□
ン
□
利
子
補
給
型
□ 

事業者 

名  称：メットライフ復興事業みらい基金 

対 象 者：被災により事業再開が困難である事業

者、被災地で新たに事業を開始する事

業者等 

資金使途：設備資金、運転資金  

融資金額：40 百万円以内 

融資期間：15 年以内（据置期間 3 年以内） 

担  保：必要に応じて徴求 

保 証 人：法人-代表者 1 名 

     個人事業者-事業専従者 1 名 

     または保証協会 

年 利 率：利子補給期間は 2 年。1 年目は全額、

2 年目は半額を利子補給。以後、固定

金利2.5％（保証協会なし）と1.95％

（保証協会付） 

2016 年 

3 月 15 日 

13 件 

173 百万円 

保
証
会
社
保
証
付
ロ
□
ン 

個人 

名  称：災害復旧ローン 

資金使途：被災者の生活再建資金 

融資金額：500 万円以内 

融資期間：3 ｶ月以上 10年以内 

担  保：原則不要 

保 証 人：原則不要、(一社)しんきん保証基金保証 

年 利 率：固定 1.5％ 

2011 年 

4 月 20 日 

123 件 

245 百万円 

名  称：エコリフォームローン 

資金使途：省エネ改修、バリアフリー改修工事等 

融資金額：10 万円以上 1,000 万円以内 

融資期間：6 ｶ月以上 20年以内 

担  保：不要 

保 証 人：原則不要、㈱ジャックス保証 

年 利 率：変動 2.5％ 

2011 年 

7 月 15 日 

2 件 

12 百万円 

名  称：リフォームローン 

資金使途：住宅増改築、バリアフリー改修工事等 

融資金額：10 万円以上 1,500 万円以内 

（自営業者 1,000 万円以内） 

融資期間：6 ｶ月以上 20年以内 

担  保：不要 

保 証 人：原則不要、㈱ジャックス保証 

年 利 率：変動 2.45％ 

2014 年 

1 月 16 日 

2 件 

3 百万円 

名  称：マイカーローン モア 

資金使途：自家用自動車購入、車検、修理、運転

免許取得費用等、他社自動車ローン借

換 

融資金額：10 万円以上 1,000 万円以内 

（ＷＥＢ申込は 500 万円以内） 

融資期間：10 年以内（6 ｶ月単位） 

担  保：不要 

保 証 人：原則不要、㈱ｵﾘｴﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ保証 

年 利 率：変動 2.0％～3.3％ 

2012 年 

2 月 20 日 

411 件 

717 百万円 



 

12 

 
種類 対象者 商品内容 提供開始 取扱実績 

保
証
会
社
保
証
付
ロ
□
ン 

個人 

名  称：カードローンしんきんきゃっする 

（来店不要型） 

資金使途：自由（事業性資金を除く） 

融資金額：10 万円以上 900 万円以内 

契約期間：3 年間（自動更新） 

担  保：不要 

保 証 人：不要、信金ギャランティ㈱保証 

年 利 率：固定 2.8％～14.6％ 

2012 年 

3 月 12 日 

3 件 

1 百万円 

名  称：カードローンＶＩＰゴールドⅡ 

資金使途：自由（事業性資金、旧債決済資金を除

く） 

融資金額：30・50・100 万円 

契約期間：3 年間（自動更新） 

担  保：不要 

保 証 人：不要、(一社)しんきん保証基金保証 

年 利 率：固定 7.0％ 

2012 年 

3 月 4 日 

1,310 件 

703 百万円 

保
証
協
会
保
証
付
ロ
□
ン 

事業者 

名  称：災害関係保証 

資金使途：運転資金、設備資金 

融資金額：8,000 万円以内 

融資期間：10 年以内 

担  保：必要に応じて徴求 

保 証 人：必要に応じて徴求 

年 利 率：災害関係保証固定 1.5％以内 

上記以外固定 1.7％以内 

2011 年 

3 月 25 日 

27 件 

405 百万円 

名  称：東日本大震災復興緊急保証 

資金使途：運転資金、設備資金 

融資金額：8,000 万円以内 

融資期間：15 年以内 

担  保：必要に応じて徴求 

保 証 人：必要に応じて徴求 

年 利 率：固定 1.5％以内 

2011 年 

6 月 1 日 

486 件 

9,420 百万円 

※取扱実績は、2025 年 9 月末までの累計。ただし、カードローン（「復興特別」、「しんきんきゃっ

する」、「ＶＩＰゴールドⅡ」）は、2025 年 9 月末現在の極度設定額 

※年利率（貸付金利）は、2025 年 9 月末現在 

※「東北地方太平洋沖地震にともなう緊急融資」は 2014 年 3 月末、「あぶくま応援団震災特別融資」

は 2014 年 3 月末、「あぶくま「まちづくり応援資金」」は 2014 年 9 月末、「しんきんの「地域

力」」は 2015年 3月 19日、「あぶくま「わがまち基金」」は 2017年 3月末、メットライフ復興

事業みらい基金は 2018 年 3 月 5 日、「災害復旧ローン」は 2023 年 3 月末、「エコリフォームロ

ーン」は 2013 年 12 月末、「災害関係保証」は 2024 年 3 月末をもって新規の取扱終了 
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■ＡＢＬの取扱実績 

（単位：件、百万円） 

 
取扱実績 

 

うち震災以降 

件数 金額 件数 金額 

プロパー貸出 43 1,117 43 1,117 

保証協会付 2 20 0 0 

合計 45 1,137 43 1,117 

※2025 年 9 月末までの累計 

 

（２）被災者への信用供与の状況および被災者への支援をはじめとする被災地域における東日

本大震災からの復興に資する方策の進捗状況 

イ．被災者への信用供与の状況 

(ｲ)被災状況の把握・確認 

当金庫は、震災以降も定期的な訪問活動等を通じて、継続的に、お取引先の状況把握

に努めており、2025 年 9 月末現在で調査先数は延べ 5,983 先となっております。 

また、当金庫では、2012 年 3 月に避難されているお客様約 7 千名に対して、当金庫の

現況を知っていただくため、金庫の近況、活動内容（移動相談会の開催案内等）および

お客様の連絡欄を入れた避難先確認書を送付いたしました。お客様からは、近況のご連

絡、手紙のお礼をいただいたほか、住所変更や通帳記帳のご相談もあったことから、電

話等で詳細を確認し、都度郵送等で対応しており、今後も引き続き、ディスクロージャ

ー誌の送付等により、避難されているお客様に対して、当金庫の活動内容等をお知らせ

してまいります。 

当金庫は、この様に把握・確認した内容等を踏まえ、営業再開、事業再生および生活

再建等に伴う被災者への信用供与等、必要な支援を積極的に行うとともに、適切な指

導・助言および最適な施策の提案等、コンサルティング機能を十分に発揮しております。 

当金庫は、今後も引き続き、被災者の良き相談相手として、要望事項やニーズを的確

に把握・理解するとともに、地域経済の活性化および復興促進の原動力となる被災事業

者等が真に成長・発展できるよう最大限支援してまいります。 

 

(ﾛ)被災者等への信用供与の実績 

当金庫は、震災の影響による甚大な被害状況を踏まえ、融資の返済等に支障をきたし

ている被災者から相談を受けた場合には、約定弁済の一時停止や貸付条件の変更等、柔

軟に対応してまいりました。なお、約定弁済の一時停止の取扱いは、ピーク時の 2011 年

4 月末には 557 先、8,966 百万円にのぼっておりましたが、現在は全先解消となっており

ます。 

また、移動相談会の定期的な開催や遠方に避難されている被災者の方々を訪問して、

融資等の相談にきめ細かに対応した結果、貸付条件の変更契約締結実績は、2025 年 9 月

末までの累計で 1,108 先、38,970 百万円（うち事業性ローン 603 先、34,527 百万円、住

宅ローン等 505 先、4,443 百万円）となっており、個々の被災者の実情にあわせて返済負
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担の軽減等を図っております。 

事業性ローンは、信用保証協会保証付制度融資の活用や被災者向けのプロパー融資商

品等の提供を通じて、被災者に対する円滑かつ積極的な資金供給に努めております。一

方、住宅ローンについては、当金庫の営業エリア内においては、未だに福島第一原発事

故の収束見通しが立たない状況にあること、また、沿岸部の津波による被災地では高地

移転が緒に就いたところであることなどから、住宅再取得の需要はこれからの状況にあ

ります。こうした状況のもと、東日本大震災以降の被災者向け新規融資実績は、2025年 9

月末現在において 3,369 先、112,076 百万円となっております。 

なお、東日本大震災以降に条件変更を実施している先に対する新規融資実績 427 先、

59,993 百万円が含まれております。 

加えて、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている取引先に対して、コロナ対応

融資等を通じた円滑な資金供給に対応した結果、コロナ関連融資実績は、2025 年 9 月末

までの累計で 293 先 5,312 百万円となっております。また、2021 年 9 月より、㈱日本政

策金融公庫の新型コロナ対策資本性劣後ローンを活用した協調融資商品「新型コロナウ

イルス対策ローン（一歩前へ）」の取扱いを開始しました。新型コロナウイルス感染症の

影響の長期化に伴い、事業者の財政基盤の強化と業績改善に向けた取組みが重要となる

中、事業計画の策定支援に連携して取り組みました。 

また、新型コロナウイルス感染症でお客様との対面営業が制限される中、個人向けと

して、仮審査の申込みから融資実行まで来店不要のＷＥＢ完結ローンを導入するととも

に、金利引き下げした融資商品を提供いたしました。 

当金庫は、今後も引き続き、被災者等への円滑な資金供給等に努めるとともに、適切

な指導・助言および最適な施策の提案等を行う支援態勢をさらに強化し、地域の復興・

創生および地域経済の活性化に向けた取組みを推進することにより、地域金融機関とし

ての社会的使命を果たしてまいります。 

■東日本大震災以降の条件変更契約実績 

（単位：先、百万円） 
 震災以降累計 

先数 金額 

事業性ローン 603 34,527 

住宅ローン 366 4,078 

その他 139 365 

合計 1,108 38,970 

※2025 年 9 月末現在 
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■被災者向けの新規融資の実行状況 

（単位：先、百万円） 
 

震災以降累計 
 

うち条件変更先に 
対する新規融資 

先数 金額 先数 金額 

事業性ローン 2,614 102,373 363 58,360 

 うち運転資金 1,587 53,176 188 30,992 

 うち設備資金 1,027 49,197 175 27,368 

住宅ローン 438 8,852 49 1,537 

その他 317 851 15 96 

合計 3,369 112,076 427 59,993 

※2025 年 9 月末現在 

 

ロ．被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復興に資する方策 

(ｲ)地域の復興に向けた支援態勢の強化 

a.相談機能・顧客支援機能に係る体制の強化 

当金庫は、震災直後の 2011 年 4 月、業務推進部内に「お客様サポート室」を新たに設

置し、営業休止を余儀なくされた店舗のお客様や被災したお客様からの各種ご相談・お

問い合わせのほか、預金の払出しや貸付条件の変更等に積極的に対応してまいりました。

お客様サポート室では、遠隔地に避難されている被災者の方々からのご相談等に対応す

るため、常設相談所の設置や定期的な移動相談会の開催のほか、移動相談会への出席が

困難なお客様に対しては、避難先を個別に訪問し、貸付条件の変更対応や新規融資等の

ご相談・要望事項等を受ける態勢とする等、相談機能の強化に取り組んでまいりました。 

また、当金庫は、本店営業部２Ｆ「ふれあいプラザ」では土日・祝日にも各種相談等

を受け付けております。 

さらに、当金庫は、営業店と審査管理部経営支援課が連携し、経営改善や事業再生等

が必要と判断したお取引先に対して、定期的な営業活動等を通じて的確な実態把握に努

めるとともに、必要に応じて外部機関や外部専門家との連携も図りながら、適切な指

導・助言および経営課題等解決のための最適な施策の提案を行う等、お取引先の経営改

善や事業再生等に向けた取組みを最大限支援する体制を構築しております。 

今後も引き続き、お客様からのご相談・ご要望事項等に適切かつ迅速に対応し、幅広

い金融商品・金融サービスを提供できる体制を維持・強化するとともに、必要に応じて

外部機関等の専門的な知見、ノウハウおよび機能を積極的に活用し、お客様の経営改善、

事業再生および生活再建等の取組みを積極的に支援してまいります。 

 

【お客様サポート室における融資等相談】 

当金庫は、2011 年 4 月に設置した「お客様サポート室」の活動を通じて、遠隔地に避難

されている被災者の方々からのご相談等を受け、貸付条件の変更や新規融資等のご要望等

に積極的に対応してまいりました。 
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2025 年 9月末までの累計で、776件 36,880 百万円の条件変更および新規貸出を実行いた

しました。 

■融資等相談の実績 

（単位：先、百万円） 

 先数 金額 

条件変更 542 12,829 

新規貸出 234 24,051 

合計 776 36,880 

※ 2011 年 4月 25 日（お客様サポート室設置日）から 2025 年 9 月末までの累計 

 

【移動相談会の開催】 

当金庫は、営業を休止している店舗のお客様および避難されているお客様からの各種ご

相談・お問い合わせ等に対応するため、2025 年 9 月末現在、3 か所で定期的に移動相談会

を開催し、預金の払出し等の申し出、相続、融資の条件変更および新規融資等のご相談を

承っております。 

移動相談会および相談所におけるお客様からの相談受付状況は、2025 年 9 月末までの累

計で 24,146 件に達しており、取組成果が表れているものと考えております。 

移動相談会の開催日については、当金庫のホームページ上のニュースリリース、各相談

会場におけるポスターの掲示および避難されているお客様への開催案内の送付等による周

知を図っており、少しでも多くのお客様のご要望にお応えできるよう努めております。 

■移動相談会の開催場所所在地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

あぶくま信用金庫本店 

福島市県営北沢又団地 

二本松市石倉団地 

郡山市復興公営住宅東原団地 



 

17 

■移動相談会の状況 

開催場所 受付時間 
開催 
頻度 

受付人員 業務内容 

福島市 

県営北沢又団地 
10：00～12：00 週 1 回 2 名 

1.相談業務 

・既往貸付の返済、条件変

更、新規貸付 

・各種相談 

2.事務関連業務 

・預金の取次ぎ 

・通帳・カード等の再発行 

・その他 

二本松市 

石倉団地 
10：00～12：00 週 1 回 2 名 

郡山市 

復興公営住宅東原団地 
10：30～12：30 週 1 回 2 名 

※2025 年 9 月末現在 

 

■移動相談会および相談所における相談受付状況      （単位：件） 

 合計 
 

福島市 二本松市 郡山市 

2020年度以前 21,766 5,547 2,529 8,948 

2021年度 359 146 166 47 

2022年度 519 236 173 110 

2023年度 519 205 105 209 

2024年度 644 255 201 188 

2025年4月 54 22 19 13 

2025年5月 72 34 19 19 

2025年6月 50 18 14 18 

2025年7月 63 27 21 15 

2025年8月 45 14 15 16 

2025年9月 55 21 21 13 

2025年度 339 136 109 94 

合計 24,146 6,525 3,283 9,596 

 

【参考（終了した相談会相談会場における累計：2020 年度以前】 

会津若松市 いわき市 大玉村 三春町 
埼玉県 

加須市 
合 計 

508 1,246 1,361 827 800 4,742 

 

【営業店における相談機能の強化】 

当金庫は、震災以降、お客様からの二重ローン問題や事業再生など、融資全般のご相談

を全営業日受け付けており、本店営業部２Ｆ「ふれあいプラザ」では土日・祝日にも相談

を受け付けております。 

また、被災されたお取引先が本格的に事業や生活の再建に取り組むためには、二重ロー
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ン問題等の課題を速やかに解決することが必要であり、2012 年 9 月から 2014 年 3 月まで

毎月 1 回、第 3 土曜日に、当金庫顧問弁護士による「債務問題に係る相談会」を東支店北

原出張所「あぶくましんきんプラザ」において実施いたしました。2014 年度からは、お取

引先からご相談を受けた都度、当金庫顧問弁護士と連携して個別に対応することとしてお

ります。 

なお、本部と営業店が一体となり、きめ細かい相談受付体制を敷いたことにより、東日

本大震災以降、2025 年 9 月末までの累計で 5,540 件の融資に関する相談を承っております。 

■東日本大震災以降の融資相談実績 

（単位：件） 

 震災以降累計 

融資相談件数 5,540 

※2025 年 9 月末現在 

 

【預金の代払いの実施】 

当金庫は、被災により、通帳やカードを失い、ご自身も避難されているお客様に対して、

信用金庫業界等の協力により預金の代払いを実施しております。 

2025 年 9月末までの累計で、3,455 件 316 百万円の払戻しを実施いたしました。 

 

b.営業店体制の再構築・事務の効率化等 

当金庫においても、震災による甚大な被害を受け、震災直後には 11 店舗 2 出張所が営

業休止を余儀なくされましたが、営業エリア内に所在する他の金融機関に先駆けていち

早く営業を開始しました。 

また、いわき市や宮城県に避難しているお客様の利便性向上および円滑な信用供与等

を図るため、2012 年 3 月に「いわき支店」(同年 11 月に自由ケ丘に新築移転)および「亘

理支店」を開設するとともに、震災後に営業を休止していた小高支店を 2013 年 3 月、浪

江支店を 2016 年 7 月、富岡支店を 2017 年 3 月に再開しました。 

2025年9月末現在における当金庫の営業店体制は、15店舗1出張所となっております。 

なお、久之浜支店につきましては、2020 年 10 月よりいわき支店内の店舗内店舗として、

原発事故の影響により長らく休止していた双葉支店・夜の森支店・大熊支店につきまし

ては、2023 年 8月より富岡支店の店舗内店舗として営業しております。 

さらに、東支店北原出張所(あぶくましんきんプラザ)は、2024 年 10 月 30 日をもちま

して営業終了するとともに、本店営業部については、隣接地において 2024 年 11 月 5日に

リニューアルオープンいたしました。新本店営業部は、通常の金融業務のみならず、土

日・祝日も営業し、平日に来店できないお客様の利便性向上、事業者の皆様の経営に関

する相談業務の機能強化に加え、各種イベントや会合など様々な用途に対応可能な会議

室・交流スペースを備えるとともに、福島県南相馬市の画家の作品 11 点を展示するなど、

地域の皆様に開かれた交流拠点としての役割も担っております。 

今後も引き続き、地域の復興・創生を果たす上で、お客様との重要な接点のひとつで

ある営業店の体制を再構築するとともに、地域密着型金融を推進するため、信用金庫の
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強みである「facetoface」による日々の営業活動等を通じて、個々のお客様に応じたき

め細かな対応を図ってまいります。 

《新本店営業部の概要》 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【店舗特性に対応した人員配置】 

宮城県に開設した亘理支店は、当金庫における宮城県内の復旧・復興資金の窓口となっ

ており、多くの融資案件が持ち込まれております。このため、亘理支店には融資審査の経

験が豊富な職員を配置し、迅速な融資対応を図っております。また、いわき支店は、多く

のお取引先が避難していることに加え、市場規模も大きいことから、地域に精通した職員

を配置する等、店舗特性に応じた人員配置を行っております。さらに、いわき支店では、

避難されているお取引先等に対する信用供与を積極的に行うとともに、当金庫との新規取

引の開始に向けた推進を図ることにより、いわき市においても地元金融機関として認めら

れるよう努めております。 

なお、少人数でも安全かつ効率的な店舗運営を図るべく、本店営業部を除き各店舗で窓

口の昼休業時間(11 時 30 分～12時 30 分)を導入しております。 

 

【営業エリアの追加】 

当金庫は、避難されているお客様の利便性向上および金融の円滑化を図るため、2013 年

8 月に中通り地方の 6 市 5 町 1 村(福島市、伊達市、二本松市、本宮市、郡山市、田村市、

国見町、桑折町、川俣町、三春町、小野町、大玉村)を営業エリアに追加しました。 

 

【業容の拡大等を勘案した総代定数の変更】 

当金庫は、東日本大震災後、預金残高が２倍超になる等業容を拡大しております。 

 

● 2024 年 11 月 5 日、リニューアルオープン 

● 建物の概要 愛称「あぶしんふれあい館」 

木質ハイブリッド鋼材４階建て 

１Ｆ 営業店舗 

２Ｆ 相談窓口   「ふれあいプラザ」 

３Ｆ ホール・会議室「ふれあいギャラリー」 

４Ｆ 食堂、会議室 「ふれあい広場」 

 

㈱ウッドコア(福島県浪江町)が製造する福島県 

産材の集成材を使用 
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また、避難されているお客様の利便性向上等を図るため、いわき市全域および県北地

域・県中地域の一部を営業エリアに追加したことから、営業エリアは拡大しております。 
当金庫では、業容の拡大により、より多くの会員の意見を金庫経営に反映させる必要が

あると勘案し、2014 年 6 月の総代会において、定款上、60 人以上 90 人以内と定められて

いる総代の定数を 70 人以上 100 人以内に変更する議案を上程し、承認されました。 

 

【休日営業の出張所における預金業務取扱開始による顧客サービスの強化】 

当金庫は、住宅ローン・投資信託・年金などのご相談にお応えするために、土日・祝日

も営業する東支店北原出張所「あぶくましんきんプラザ」を 2007年 5月より開設しており

ますが、休日に口座開設、届出事項の変更および自動振替の申込み等を行えるようにして

ほしいというお客様からの要望があったことから、2013 年 7 月より預金業務の取扱いも開

始しました。 

なお、東支店北原出張所(あぶくましんきんプラザ)は、2024 年 10 月 30 日をもちまして

営業終了いたしましたが、2024 年 11 月 5 日にリニューアルオープンした新本店営業部で

は土日・祝日も営業しており、お客様の利便性維持・向上を図っております。 

 

【営業店窓口支援システム(タブレット)の導入】 

当金庫は、2022 年 12 月より本店営業部に営業店窓口支援システム(タブレット)を導入

し、2023 年 2 月に全店に導入を完了しました。同システムは、店頭に設置したタブレット

端末をお客様と当金庫職員が操作することにより、入出金時等の伝票記入が不要となり、

お客様の伝票記入の負担軽減や待ち時間の短縮などに繋がっております。 

今後もお客様の利便性向上やペーパーレス化による環境負荷の軽減に取り組んでまいり

ます。 

 <サービス内容> 

利用対象者 個人および個人事業主・法人のお客様 

対象取引 
ご入金、お引出、新規口座開設、各種お支払(税公金・手数料) 

ご解約、お振込、ご両替、各種届出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【融資関連事務の効率化】 

<融資稟議システムの導入> 

当金庫では、融資稟議における起案から決裁までの手続きの効率化・スピードアップを
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図るため、2022 年 3 月に融資稟議システムを導入しました。 

本システム導入により、本部稟議に要する書類の送付・返却負担がなくなり、稟議書・

付属資料を電子媒体とすることでペーパーレス化が図られるとともに、過去の稟議書がシ

ステム上で検索可能となるなど、融資稟議手続きに係る事務負担軽減に繋がっております。 

 

<決算書リーディングシステムの導入> 

当金庫では、従来、法人決算書について営業店で手入力により財務登録を行っておりま

したが、2022 年 3 月に決算書リーディングシステムを導入し、本部集中処理により営業店

の決算書登録業務の負担軽減を図っております。 

 

<地図情報・顧客管理システムの活用> 

当金庫では、本システムにおいて融資情報を登録することにより、お客様との融資取引

交渉経過等を営業店および本部がリアルタイムで時系列に確認することができ、取引推進

状況の共有化が図られております。 

加えて、本システムに借入申込内容の登録機能を追加し、紙ベースの借入申込書を廃止

し、融資取引に係る手続きの事務効率化およびペーパーレス化を図っております。 

 

【しんきん direct の導入】  

当金庫は、コロナ禍におけるデジタル化が加速する中、非対面チャネルおよびデジタル

技術を活用した業務変革として、2021 年 1 月よりコミュニケーションアプリ「しんきん

direct」を導入しました。 

本アプリでは、パソコンやスマートフォンによる非対面でのオンライン相談に加え、チ

ャット機能によりいつでも問い合わせができるなど、お客様の利便性を高めるとともに、

遠方に非難されたお客様とのコミュニケーションが可能となり、全営業店・本部が一体と

なったお客様支援に取り組んでおります。 

また、地区内の景気動向をまとめた景況レポートの提供や自治体の補助金制度の案内な

ど、お客様のニーズに合った情報提供を行うとともに、当金庫としても、情報発信の効率

化やペーパーレス化を図っております。 

当金庫は、リアルでの「facetoface」による日々の営業活動等だけでなく、デジタル技

術を活用した「facetoface」による金融仲介機能の発揮に努めてまいります。 

 

 <災害発生時における活用> 

当金庫では、地震などの自然災害やシステム障害など不測の事態に備え、ＢＣＰ(事業

継続計画)を策定するとともに、適宜見直しによる体制整備の強化に取り組んでおります。 

当金庫は、大雨・地震等による自然災害が発生した場合、お客様への金融・決済機能の

維持を図るには、役職員間の迅速・適切な情報共有が必要であるという認識のもと、「し

んきん direct」を活用する体制を整備いたしました。 

なお、定期的に具体的な災害・障害等を想定した訓練を実施するとともに、2023 年 9 月

に発生した福島県浜通り豪雨においては、本アプリで店舗の被害の有無等の状況を役職員
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間で共有し、業務継続維持に努めるとともに、財務局等関係方面へ迅速に状況報告を行い

ました。 

加えて、翌営業日の早朝にZoomを利用して常勤役員、関連本部、全営業店長によるウェ

ブ会議を開催し、対策本部や各営業店などの対応に係る検証・総括を行い、今後の対応、

改善事項等を協議いたしました。 

     《景況ﾚﾎﾟｰﾄの提供》   《ATM 障害発生を想定した訓練実施》 

 

 

 

 

 

 

 

 

  <当金庫内部での業務改革における活用> 

当金庫では、2023 年 7 月よりパート職員を含む全職員にノートパソコンを配布し、ペ

ーパーレス化をはじめとした業務効率化、生産性向上に一層取り組むとともに、しんき

ん direct において通達文書や事務連絡等の通知、各種情報の共有、本部各部への報告や

部店内の連絡ツールとして活用するなど、当金庫内部での業務改革を進めております。 

 

【しんきんＤＢを活用した最適な商品・サービスの提案】  

当金庫では、「信用金庫業界のデータ活用の共同化」による収益力強化・業務効率化へ

の支援として信金中央金庫から提供されている「しんきんＤＢサービス」を 2023 年 10

月より導入しております。 

本サービスでは、ＡＩ・統計手法を活用してお客様にとっての最適なタイミングでの

商品の提案、効率的な訪問計画の策定、営業ノウハウの可視化などに活用できるもので、

お客様の状況・ニーズ、特徴・課題等を捉え、お客様本位の営業活動により、顧客満足

度の向上を図ることとしております。 

今後も、本サービスの利活用により、「商品起点」から「顧客起点」の営業推進活動へ

の変革を推し進めるとともに、信用金庫の強みとする「facetoface」とデジタルの力を

融合して、新しい『あぶしん営業スタイル』を確立していくこととしております。 

 

【Ｗｅｂ社会に適応した新たな顧客接点強化】  

コロナの感染拡大によって、さまざまな社会経済活動が制約を受け、多くの人がこれ

までとは違った生活を営まざるを得ず、大きな影響を受けましたが、当金庫においても、

お客様への訪問・面談機会が減少するとともに、その代替手段であるＤＭは高コスト・

費用対効果が薄く、電話はお客様が感じる抵抗感や当金庫職員の負担もあり、各々課題

を有しておりました。 

そのような中、当金庫では、非対面チャネルの活用として、2025 年 1 月より、ＳＭＳ
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(携帯電話番号あてに送信できるメッセージサービス)による情報配信サービスを通じた

営業推進活動を実施することといたしました。 

商品案内を実施した個人向け融資取引では、対前期比で件数・金額とも増加傾向にあ

ります。 

今後は、本部や営業店の発案により様々な切り口で抽出したお客様に対して、ＳＭＳ

を利用した各種情報配信を検討し実施していくこととしております。 

 

■当金庫の営業エリアおよび店舗一覧(2025 年 9月末現在) 

 

※2013 年 8 月より中通り地方の 6市 5町 1 村 
（福島市、伊達市、二本松市、本宮市、郡山市、田村市、国見町、桑折町、川俣町、三春町、
小野町、大玉村）を営業エリアに追加 

 

■避難指示区域の設定状況 

南相馬市：2016 年 7 月に帰還困難区域を除き避難指示解除 

飯 舘 村：2017 年 3 月に帰還困難区域を除き避難指示解除 

     2023 年 5 月に帰還困難区域のうち特定復興再生拠点区域の避難指示解除 

浪 江 町：2017 年 3 月に帰還困難区域を除き避難指示解除 

     2023 年 3 月に帰還困難区域のうち特定復興再生拠点区域の避難指示解除 

葛 尾 村：2016 年 6 月に帰還困難区域を除き避難指示解除 

2022 年 6月に帰還困難区域のうち特定復興再生拠点区域の避難指示解除 

双 葉 町：2020 年 3 月に帰還困難区域を除き避難指示解除 

2022 年 8月に帰還困難区域のうち特定復興再生拠点区域の避難指示解除 

大 熊 町：2019 年 4 月に帰還困難区域を除き避難指示解除 

2022 年 6月に帰還困難区域のうち特定復興再生拠点区域の避難指示解除 

富 岡 町：2017 年 4 月に帰還困難区域を除き避難指示解除 

     2023 年 4 月に帰還困難区域のうち特定復興再生拠点区域(夜の森・大菅地区)の避難 

指示解除 

(15 店舗 1 出張所) 
➊ 本部 
② 本店営業部 

(ふれあいプラザ) 
③ 富岡支店 
   (④双葉支店) 
   (⑤夜の森支店) 
   (⑥大熊支店) 
⑦ 小高支店 
⑧ 浪江支店 
⑨ 相馬支店 
⑩ 広野支店 
⑪ 東支店 
⑫ 飯舘支店 
⑬ 新地支店 
⑭ いわき支店 
   (⑮久之浜支店) 
⑯ 本店営業部南出張所 
⑰ 亘理支店 
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     2023 年 11 月に帰還困難区域のうち特定復興再生拠点区域(小良ヶ浜・深谷地区内)の 

避難指示解除 

川 内 村：2016 年 6 月に避難指示解除 

楢 葉 町：2015 年 9 月に避難指示解除 

川 俣 町：2017 年 3 月に避難指示解除 

 

■店舗等の状況（2025 年 9 月末現在） 

 店舗名 住所 

福島第一原

子力発電所

からの距離 

営業 

状況 
営業再開日等 

➊ 本部 南相馬市原町区 30 ㎞以内 営業中 2011年 3月12日 

② 本店営業部 南相馬市原町区 30 ㎞以内 営業中 
2011年 3月29日 
2024年11月5日移転 

③ 富岡支店 双葉郡富岡町 20 ㎞以内 営業中 2017年 3月27日 

④ 双葉支店 双葉郡富岡町 20 ㎞以内 営業中 
2023 年 8 月 7 日移転 

[富岡支店の店舗内店舗] 

⑤ 夜の森支店 双葉郡富岡町 20 ㎞以内 営業中 
2023 年 8 月 7 日移転 

[富岡支店の店舗内店舗] 

⑥ 大熊支店 双葉郡富岡町 20 ㎞以内 営業中 
2023 年 8 月 7 日移転 

[富岡支店の店舗内店舗] 
⑦ 小高支店 南相馬市小高区 20 ㎞以内 営業中 2013年 3月27日 

⑧ 浪江支店 双葉郡浪江町 10 ㎞以内 営業中 2016年 7月12日 

⑨ 相馬支店 相馬市中村 30 ㎞以上 営業中 2011年 3月22日 
⑩ 広野支店 双葉郡広野町 30 ㎞以内 営業中 2011年 4月19日 
⑪ 東支店 南相馬市原町区 30 ㎞以内 営業中 2011年 3月29日 
⑫ 飯舘支店 相馬郡飯舘村 30 ㎞以上 営業中 2011年 3月29日 
⑬ 新地支店 相馬郡新地町 30 ㎞以上 営業中 2011年 3月22日 

⑭ いわき支店 いわき市自由ケ丘 30 ㎞以上 営業中 
(注2)2011年11月21日 

2012年3月5日新設 

2012年11月5日移転 

⑮ 久之浜支店 いわき市自由ケ丘 30 ㎞以上 営業中 
2011年 3月31日 

2020 年 10 月 12 日移転 

[いわき支店の店舗内店舗] 
- 

東支店 
北原出張所 

南相馬市原町区 30 ㎞以内 廃止 2011年 3月31日 
2024年10月30日廃止 

⑯ 本店営業部 
南出張所 

南相馬市原町区 30 ㎞以内 営業中 2011年 4月19日 

⑰ 亘理支店 宮城県亘理郡亘理町 30 ㎞以上 営業中 (注1)2012年3月27日新設 

（注 1）新設店舗の亘理支店については、営業開始日 

（注 2）新設店舗のいわき支店の上段は、相談所開始日。中段は、仮店舗における営業開始日。下段は、新築移転日。 

 

c.コンサルティング機能等を発揮できる人材の育成 

当金庫は、地域の復興・創生を果たすためには、地域やお客様が抱える課題を的確に

認識し、適切な方法等により解決できる人材を育成することが必要であると考えており

ます。具体的には、お客様の経営改善、事業再生および生活再建等の取組みを支援する

ことができるコンサルティング機能の発揮や目利き力の向上に向けた人材の育成を図る

ため、外部機関が主催する研修やセミナー等に積極的に職員を派遣するとともに、経営
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改善・事業再生等をテーマとした庫内研修、庫内トレーニー制度の実施、営業店におけ

るＯＪＴの推進、審査管理部等による営業店への臨店指導およびファイナンシャルプラ

ンナーや中小企業診断士等の各種公的資格の取得を奨励しております。 

当金庫は、今後も引き続き、外部研修等への積極的な職員派遣および継続的な研修実

施等による職員の能力向上に努め、コンサルティング機能を発揮等するために必要な専

門的なスキル・ノウハウを持った人材を育成、強化してまいります。 

 

(ﾛ)地域の復興に向けた取組みの推進 

a.復興関連支援商品等の提供・推進 

当金庫は、震災直後から、プロパー融資商品の拡充を図るとともに、信用保証協会の

制度融資等、外部機関とも連携を図りながら、事業性ローン、住宅ローンおよび消費者

ローン等のお客様のニーズに応じた融資商品を提供し、地域の復旧・復興に向けた資金

需要に積極的に対応してまいりました。 

当金庫は、今後も引き続き、復興・創生の各段階におけるお客様の多様な資金ニーズ

等に適切に対応するため、外部機関との連携も図りながら、既存商品の見直しや新商品

の開発・提供等、円滑な資金供給に努めてまいります。 

なお、信金中央金庫と信金キャピタル㈱との共同出資による中小企業向け創業・育成

＆成長支援ファンド「しんきんの翼」の活用についても検討してまいります。 

さらに、地方創生に係る取組みとして、地域への円滑な資金供給を図るための地方創

生関連商品や創業者向けの協調融資商品の提供を実施しております。 

今後も引き続き、お客様の資金需要に積極的に対応するため、本事業の活用を促進す

るとともに、補助金申請等に係る支援や補助金決定後の必要な資金繰り資金等について

も支援してまいります。 

 

b.販路開拓・拡大等支援の取組み 

当金庫は、お取引先の新たな販路や仕入先の開拓・拡大および事業の拡大等を支援す

るための取組みとして、信用金庫業界の全国ネットワークを活用して開催されるビジネ

スフェアや個別商談会等への出展機会をお取引先に紹介・提供しております。 

2025 年度は、東北地区信用金庫協会などが主催する「ビジネスマッチ東北 2025」に 3

先の出展、城南信用金庫など全国の信用金庫で構成する“よい仕事おこし”フェア実行

委員会が主催する「2025“よい仕事おこしフェア”」に2先の出展を支援する予定です。 

今後も引き続き、お取引先のビジネスチャンスの創出および地域経済の活性化への貢

献が期待できるため、信用金庫業界のネットワークやインターネット等を活用したビジ

ネスマッチング等による販路開拓・拡大等支援の取組みを積極的に推進してまいります。 

■2025 年度に取引先が参加予定の商談会一覧 

商談会名 実施時期 主催 参加予定先数 

ビジネスマッチ東北 2025 11 月 東北地区信用金庫協会ほか 3 先 

2025”よい仕事おこしフェア” 11 月 “よい仕事おこし”フェア実行委員会 2 先 
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また、東北地区 27 信用金庫が連携し、取引先企業の商品・サービス内容等の情報を積

極的に発信するプラットホームとして東北しんきんビジネスクラブ「東北しんきん“笑

談”.ｃｏｍ」(しんきんしょうだんどっとこむ)を創設し、取引先企業への新たな販路開

拓等支援事業に取り組んでおります。当金庫では、取引先 11 先の同プラットフォームへ

の参加を支援し、自社の紹介、取扱商品・商材等のＰＲなどの販路開拓支援に取り組ん

でおります。 

今後も引き続き、お取引先のビジネスチャンスの創出および地域経済の活性化への貢

献が期待できるため、信用金庫業界のネットワークやインターネット等を活用したビジ

ネスマッチング等による販路開拓・拡大等支援の取組みを積極的に推進してまいります。 

<東北しんきん“笑談”.ｃｏｍ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【クラウドファンディングの活用】 

当金庫は、インターネット等を活用したお取引先の販路開拓・拡大や資金調達等の支

援に向けて、2016 年 11 月に福島県内の 5 信用金庫（当金庫、福島信用金庫、会津信用

金庫、ひまわり信用金庫、二本松信用金庫）で、クラウドファンディングサービス

「Readyfor」を運営するＲＥＡＤＹＦＯＲ㈱と基本協定を締結し、2025 年 9 月末現在ま

でに、6件の支援を行っております。 

当金庫は、引き続き、クラウドファンディングの仕組みを活用し、お取引先の販路開

拓・拡大や資金調達等の支援を実施することとしております。 

 

c.創業・新事業開拓支援の取組み 

(a)外部機関との連携による支援 

当金庫は、営業店と業務推進部および審査管理部が連携し、新規創業や新たな事業

分野の開拓を目指す事業者に対して、経営相談、指導・助言、セミナーの開催および

経営情報の提供等、事業者が抱える悩みや課題等を解決するための支援の取組みを積

極的に行っております。 

この取組みの実効性を高めるため、㈱日本政策金融公庫、信用保証協会およびＴＫ

Ｃ全国会等の外部機関との連携強化を図っており、外部機関の専門的な知見、ノウハ

ウおよび機能を積極的に活用しております。 

 



 

27 

㈱日本政策金融公庫との連携は、2014 年 7 月、同公庫いわき支店・福島支店と新た

に「業務連携・協力に関する覚書」を締結いたしました。 

本締結により、東日本大震災に係る復興支援、事業再生支援、農商工連携および経

営革新等について、中小企業者、農林水産事業者に対する支援をより一層充実し、情

報交換等の連携を強化することで合意しました。創業支援、事業再生支援等のノウハ

ウを持つ同公庫と協調融資を行うことにより、これまで以上に地域経済の活性化に資

することができると考えております。加えて、2018 年 10 月からは、創業に特化した協

調融資商品「あぶしん創業ローン」も取扱いを開始し、覚書締結後、2025 年 9 月末現

在、89 件 2,808 百万円の協調融資を実行しております。 

 

(b)創業等事業者向け商品の提供 

当金庫は、新規創業等を目指す事業者に対する資金供給手段として、信用保証協会

等の公的機関における各種制度融資および保証制度を紹介・提案し、積極的に活用し

ておりますが、公的機関の融資制度等に定める一定要件を満たさない場合や上限金額

を超える場合に対応するため、プロパーの融資商品「あぶくまサポートⅢ」や㈱日本

政策金融公庫との協調融資商品「あぶしん創業ローン」を提供しております。 

■創業等事業者向け商品 

 震災以降累計 

あぶくまサポートⅢ 12 件 

あぶしん創業ローン 11 件 

※2025 年 9 月末現在 

 

(c)創業支援ファンドおよび助成金の活用による支援 

当金庫は、信金中央金庫が中小企業のライフステージに応じたコンサルティング機

能の発揮が期待される信用金庫の取組みをサポートするため信金キャピタル㈱との共

同出資により設立した中小企業向け創業・育成＆成長支援ファンド「しんきんの翼」

を活用した支援を検討してまいります。 

なお、2024年9月に他地区の信用金庫と連携し、関東圏から福島県南相馬市に本社を

移転したベンチャー企業に対して、本ファンドによる資金的な支援を行っております。 

 

(d) ㈱ゆめサポート南相馬と連携した創業支援等 

南相馬市の第三セクターである㈱ゆめサポート南相馬は、2006年1月、外部機関等の

ノウハウを活用して、既存企業の振興、創造的な新産業の創出による市内産業の活性

化および雇用機会の創出・確保を目的として設立されました。 

㈱ゆめサポート南相馬が南相馬市より運営を委託された創業者支援事業における審

査会審査委員として、同市が掲げる「福島ロボットテストフィールドを核とした新産

業創出と人材誘導」の実現に向けた取組みを支援しております。 

 

(e) (公財)福島イノベーション・コースト構想推進機構と連携した創業支援等 
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当金庫は、2022年10月に、(公財)福島イノベーション・コースト構想推進機構と、

「福島イノベーション・コースト構想の推進に関する連携協定」を締結しました。 

当金庫では、福島県浜通り地域等１５市町村における起業・創業にチャレンジをす

る企業・個人等（以下「イノベ構想参画企業」という。）に対し、今般の協定締結を

機に同機構と緊密な連携を図った上で、信用金庫業界のネットワークや信金中央金庫

の機能も活用しながら、融資やファンドの活用、ビジネスマッチング機会の提供など

の各種支援を強化してまいります。 

 

d.経営改善支援の取組み 

当金庫における「経営改善支援」とは、お取引先の経営の診断、事業計画策定および

実施に係る指導・助言等に取り組むことを指します。 

当金庫は、営業店長を経営支援責任者とする営業店と審査管理部経営支援課が連携し、

経営改善が必要であると判断したお取引先に対して、定期的な営業活動等を通じて経営

実態を把握するとともに、経営改善に向けた継続的な指導・助言等を行っております。 

また、経営改善支援先の業務・財務内容および経営課題等を的確かつ詳細に分析した

うえで、必要に応じて「経営改善計画」の策定を支援するとともに、計画策定後につい

ては改善状況の進捗等を踏まえて、資金繰り支援や貸付条件の変更等を実施する等、計

画達成に向けたサポート活動を行っております。 

なお、当金庫は、「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企

業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律」にもとづく経営革新

等支援機関（中小企業が抱える経営課題に対して、事業計画策定支援等の専門性の高い

支援を行うため、税務、金融および企業の財務に関する専門的知識を有し、これまで経

営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っている機関）として、2013年 2

月、国の認定を受けております。 

また、中小企業活性化協議会および(独)中小企業基盤整備機構等の外部機関や税理士

等の外部専門家との連携強化を図っており、外部機関等の専門的な知見、ノウハウおよ

び機能を積極的に活用しております。 

今後も引き続き、経営改善支援先の的確な実態把握に努めるとともに、外部機関等と

の連携も図りながら、適切な指導・助言および経営課題等解決のための最適な施策の提

案を行う等、コンサルティング機能を十分に発揮してまいります。また、当金庫は、こ

のような活動を通じて、お取引先に自らの経営の目標や課題を正確かつ十分に認識して

いただいて主体的な行動を促すとともに、支援先の経営改善および成長に向けた取組み

を最大限支援してまいります。 

■経営改善支援実績 

 震災以降累計 

経営改善支援先 96 先 

※2025 年 9 月末現在 

 

【経営支援会議の開催】 

当金庫は、営業店、経営支援課および本部関連部署が参加する「経営支援会議」を定
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期的に開催しており、2025 年度は 7 月に開催しております。 

同会議では、与信残高 50 百万円以上または未保全のある与信残高 20 百万円以上の計

240 先を抽出し、経営支援先の経営改善の進捗状況の確認、抽出先全先の実態把握を行う

とともに、㈱東日本大震災事業者再生支援機構、福島産業復興機構、宮城産業復興機構、

福島県中小企業活性化協議会等の利用先の業況確認・に加え、信用保証協会と連携した

利用先へのモニタリング状況・経営課題等の把握、実質無利子・無担保「ゼロゼロ融資」

利用先の業況把握などを行っております。 

 

【(独)中小企業基盤整備機構と連携した経営改善支援等】 

当金庫は、「経営革新等支援機関」に認定されたことを受け、(独)中小企業基盤整備機

構から取引先企業の経営改善支援に係る人材育成のサポートを受けております。 

当金庫は、同機構から講師を招聘し、営業担当職員 20 名を対象としたインターバル研

修を、2013 年 7 月～11 月の 5 か月間に 6 回実施し、最終回には、研修にもとづき各職員

が実施した取引先の具体的な経営改善支援策の発表を行いました。また、当金庫の取引

先4社は、同機構より「震災復興支援アドバイザー」の派遣を受け、新事業の事業計画策

定、ＢＣＰの作成アドバイスおよびビジネスマッチング先の発掘など直接支援を受けて

おります。 

 

【ＴＫＣ全国会と連携した経営改善支援等】 

当金庫は、ＴＫＣ全国会と連携して、お取引先向け勉強会の開催や経営改善支援を行

っており、2012 年 4 月には、同会主催の講演会に、お取引先の若手経営者とともに当金

庫職員も出席しております。 

毎年ＴＫＣ東北会福島県支部相馬部会との交流会を開催しており、2024 年 11 月には、

日本銀行の政策金利変更に伴う貸出金利の引上げ状況、不適切会計の排除と決算書の信

頼性確保に資する税理士法における書面添付制度の運用等について意見交換を行ってお

ります。また、当金庫は、ＴＫＣ全国会や地元税理士会の協力を得て、お取引先の税務

相談に対応しております。 

2007 年 5 月より東支店北原出張所「あぶくましんきんプラザ」において、ＴＫＣ全国

会の協力を得て、税務相談会を計 24 回開催しております。現在は、相談会形式ではなく、

お取引先からご相談があった都度、税理士を紹介する対応としておりますが、今後、東

日本大震災からの復旧・復興が進み、お取引先からの相談ニーズが高まれば、改めてＴ

ＫＣ全国会の協力を得て、定期的な相談会の開催も検討してまいります。 

今後も引き続き、お取引先からの相談があった都度、ＴＫＣ全国会や地元税理士会の

協力を得て対応してまいります。 

 

【㈱商工組合中央金庫と連携した経営改善支援等】 

当金庫を含む福島県内8信用金庫と㈱商工組合中央金庫は、中小企業へのソリューショ

ン提供を強化するため、2021年7月に「事業再生・経営改善支援に関する業務協力契約」

を締結しました。 
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なお、本件は、㈱商工組合中央金庫と同一県内の全ての信用金庫が一度に事業再生や

経営改善に関する分野で提携する初めての取組みとなります。 

本契約により、地域に根差す信用金庫と全国のネットワークを有する㈱商工組合中央

金庫がそれぞれの機能や特性を活かしながら、「事業再生や経営改善支援」の分野で両機

関の連携を一層深め、新型コロナウイルスの影響を受けている事業者の支援をはじめ、

地域の復興・創生、地域経済の活性化や雇用の安定化に貢献してまいります。 

 

【(公財)産業雇用安定センター福島事務所と連携した人材確保支援】 

各産業分野にて人材不足問題が深刻化している現状において、当金庫は、(公財)産業

雇用安定センター福島事務所と相互連携を図ることにより、取引先事業者等の人材ニー

ズに対する支援を推進し、地域における労働力供給の安定、持続的な企業の成長と地域

経済の発展に資することを目的として、2022 年 8 月に連携協定を締結いたしました。 

本協定により、取引先の経営課題解決に向けた本業支援として、当金庫取引先企業の

人材ニーズに関する相談を聞き取り、同センターと情報を共有するとともに、当金庫職

員と同センター職員の取引先事業者への同行訪問や、取引先事業者の従業員の出向や再

就職など、2025 年 9 月末現在で 40 先を支援しております。 

 

e.事業再生支援の取組み 

当金庫は、中小企業活性化協議会、産業復興機構および(公社)福島相双復興推進機構

（旧：福島相双復興官民合同チーム）等の外部機関の活用や弁護士等の外部専門家との

連携を図りながら、被災した事業者および個人のお客様の再生・再建に向けた支援に取

り組んでおります。 

今後も引き続き、個々の被災者の実情を踏まえ、必要に応じて以下の対応を行ってま

いります。 

(a)中小企業活性化協議会の活用 
当金庫は、被災した事業者の事業再生にあたり、中小企業活性化協議会と連携し、債

権放棄や私的整理、会社分割などの処理手法も視野に入れながら、実現可能性の高い

抜本的な事業再生計画の策定支援を実施しております。 

2025 年 9 月末現在における活用実績は、福島県中小企業活性化協議会 3 件、宮城県中

小企業活性化協議会 1件となっております。 

 
(b)産業復興機構等の活用 

当金庫は、震災の影響により経営に支障が生じ収益力に比して過大な債務を負って

いるものの、既往債権の買取り等により再生の可能性があると見込まれる事業者につ

いては、福島産業復興機構および宮城産業復興機構を活用してまいりました。 
また、当金庫は、旧債務の整理または新事業開拓を通じて、事業の再生を目指す事

業者については、㈱東日本大震災事業者再生支援機構を活用してまいりました。 

なお、当金庫は、事業再生等に豊富な支援実績を有する㈱地域経済活性化支援機構

の活用についても、今後、必要に応じて検討してまいります。 



 

31 

2025 年 9 月末現在における活用実績は、福島産業復興機構の買取実績 3 件、宮城産

業復興機構の買取実績 2件、㈱東日本大震災事業者再生支援機構の買取実績 5件となっ

ております。 

 
(c)(公社)福島相双復興推進機構と連携した事業再開支援等 

当金庫は、2015 年 8 月、福島第一原発事故に伴い避難指示等の対象地域となった福

島県内 12 市町村において、当時事業を営まれていた事業者の事業・生業・生活の再建

等を支援するために設立された(公社)福島相双復興推進機構に、コンサルタント人材

として当金庫ＯＢを派遣しております。 

また、2016 年 7 月に、同機構より講師を招聘し、営業店長および本部部課長を対象

として、同機構の活動状況や被災事業者支援に係る取組みに係る勉強会を開催したほ

か、2018 年 9 月に当金庫役員との意見交換会を開催しております。 

今後も、引き続き、同機構と連携して、事業再開や販路開拓等に係る支援に取り組

んでいくこととしております。 

 

(d)(公財)三菱商事復興支援財団と連携した事業再開支援等 

当金庫は、2013 年 1 月から(公財)三菱商事復興支援財団と共同で、東日本大震災の

被災地における産業復興支援に取り組みました。 

当財団は、被災地域において事業再生に取組む中小企業の支援を図るため、被災地

の復興に必要と認定された事業者を対象に、資本充実のための資金を供給しており、

これまでに、8件の支援実績があります。 

 
(e)事業再生支援ファンドの活用 

当金庫は、被災地域で事業再生に取り組む事業者を支援することを目的として信金

中央金庫が設立した復興支援ファンド「しんきんの絆」を活用した支援を実施してお

り、これまでに、2 件の支援実績があります。 

 

(f)ＤＤＳ等による金融支援 
当金庫は、お取引先の財務体質の改善を図ることにより、事業再生の実現可能性が

高いと判断できる場合、既存の借入金を資本性借入金（劣後ローン）としてみなせる

ＤＤＳや株式に振り替えるＤＥＳによる金融支援が有効な手段であると考えており、

今後、これらの取扱いも検討してまいります。 

なお、2025 年 9 月末現在において、ＤＤＳ、ＤＥＳおよびＤＩＰファイナンスの取

扱実績はございません。 

 

(g) 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインにもとづく債務整理に係る

対応 
2011 年 8 月から、個人債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援するための

指針「個人版私的整理ガイドライン」にもとづく債務整理の申請が開始され、当金庫
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では、渉外担当者等の訪問等による説明、全営業店におけるポスターの掲示やパンフ

レットの備置きおよび「二重ローン解消説明会」の開催等により、同ガイドラインの

周知を図るとともに、津波による被災者から 2 件の申出を受け付け、2 件とも弁済計画

案に同意し、債務整理を円滑に実施しております。 

なお、同ガイドラインの適用は、2021 年 3月 31 日をもって終了しましたが、2021 年

4 月からの「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」にもとづき、弁

護士とも連携しながら被災者の債務整理に適切に対応してまいります。 

 

(h)東日本大震災の津波被害による集団移転事業に係る対応 

当金庫は、東日本大震災の津波被害による集団移転事業について、被災宅地の自治

体への売却代金を住宅ローンの返済に充てることを条件に、ローンが完済されなくて

も抵当権の抹消に応じることとしています。 

今後も引き続き、お客様からのご相談については、真摯に対応してまいります。 

■事業再生支援実績 

 震災以降累計 

中小企業活性化協議会活用実績 4 件 

 福島県中小企業活性化協議会 3 件 

 宮城県中小企業活性化協議会 1 件 

産業復興機構活用実績 10 件 

 福島産業復興機構 3 件 

 宮城産業復興機構 2 件 

 ㈱東日本大震災事業者再生支援機構 5 件 

事業再生支援ファンド活用実績 2 件 

 復興支援ファンド「しんきんの絆」 2 件 

(公財)三菱商事復興支援財団 8 件 

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインにもとづく

債務整理に係る対応 
2 件 

※2025 年 9 月末現在までの累計 
※自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインにもとづく債務整理に係る対応については、
東日本大震災の影響を受けた個人の債務者に係るものに限る。 

 

f.事業承継支援の取組み 

当金庫は、少子・高齢化の進行に伴い、経営者が悩みを抱える事業承継に関する相談

に対して、営業店および本部が一体となって対応するとともに、信金中央金庫など必要

に応じて外部機関との連携も図りながら、問題解決に向けた支援の取組みを積極的に行

っております。 

当金庫では、2025 年 9月末現在までに、12 先の相談に対応しております。 

なお、Ｍ＆Ａによる事業承継支援については、当金庫、信金キャピタル㈱および㈱日

本Ｍ＆Ａセンターの 3 者間において、2012 年 4 月、「Ｍ＆Ａ業務協定」を締結しており、

外部機関の専門的な知見、ノウハウおよび機能を有効に活用しております。 

また、当金庫お取引先の次世代を担う若手経営者の顧客組織「あぶくま元気塾」を
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2003 年 11 月に立ち上げており、これまで講演会・セミナーの開催や視察研修の実施等、

後継者の育成にも積極的に取り組んでおります。 

今後も引き続き、お取引先の事業承継に関する潜在的なニーズの発掘に努めるととも

に、適切な指導・助言および問題解決のための最適な施策の提案を行う等、事業承継に

対する支援機能を強化してまいります。 

■事業承継支援実績 

 震災以降累計 

事業承継相談受付実績 12 先 

※2025 年 9 月末現在 

【あぶくま元気塾の運営】 

当金庫は、お取引先の若手経営者および後継者に対して、各種情報を提供する場として

｢あぶくま元気塾」を主催しており、会員数は2025年9月末現在250名となっております。 

2021 年度からは、どこからでも参加できるオンラインの強みを活かした「あぶしん資産

運用セミナー」を開催し、知識向上ならびに人材育成に取り組んでおります。 

 

g.地方創生に向けた支援の取組み 

2014 年 12 月に政府が閣議決定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を受けて、各

地方公共団体は独自に地域の特性・実情等を踏まえた「地方版総合戦略」を策定するこ

ととなりました。 

当金庫は、地域金融機関に期待される役割を十分に発揮し、地方創生に向けた取組み

に積極的に関与するため、2015 年 7 月、総合企画部担当役員を部会長、本部の部課長を

構成員とする「地方創生推進部会」を設置しており、地方版総合戦略の策定および戦略

に掲げる具体的な施策の円滑な実施等に係る支援を行っております。 

また、「地方版総合戦略」の策定サポートや「地域密着総合連携協定」の締結を促進す

る等、地方公共団体および地域関係者等との連携を図り、地方創生に向けた取組みに積

極的に関与しております。 

今後も引き続き、経営理念および基本方針にもとづき、金融仲介機能を十分に発揮す

るとともに、地方公共団体のほか商工会議所、大学およびＮＰＯ法人等の地域関係者と

の連携を図りながら、地方創生に向けた取組みを積極的に推進してまいります。 

 

【地域密着総合連携協定の締結】 

当金庫は、地域の復旧・復興および発展に向けて、地方公共団体と連携し、双方の資

源を活用することで、より踏み込んだ施策等を実施するため、地方公共団体との「地域

密着総合連携協定」の締結に向けた取組みを促進しております。 

2025 年 9 月末現在、南相馬市、相馬市、浪江町、新地町、広野町、楢葉町、飯舘村、

大熊町、双葉町、富岡町、亘理町（宮城県亘理郡）、葛尾村および山元町(宮城県亘理郡)

の 13 市町村と同協定を締結しております。 

 

【企業版ふるさと納税を活用した地域創生支援】 
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当金庫は、魅力あるまちづくりなど、地域の課題解決および持続可能な社会の実現に

資する地域創生事業を応援するため、企業版ふるさと納税を活用しております。 

2025 年 9 月末現在、相馬市、亘理町（宮城県亘理郡）、楢葉町、浪江町、富岡町、広野

町、葛尾村、新地町、山元町(宮城県亘理郡)および飯舘村が取り組む地域創生事業に寄

附を行っております。 

 

寄附日 市町村 事業名 

2021 年 02 月 22 日 

2022 年 02 月 22 日 

2025 年 05 月 20 日 

相馬市 

相馬市子育て・教育環境充実プロジェクト 

相馬市子育て・教育環境充実プロジェクト 

一人ひとりの未来の希望を支えるための環境を整備する事業 

2021 年 07 月 09 日 

2024 年 09 月 24 日 
亘理町 

わたり 新たなにぎわい創出プロジェクト 

「鳥の海公園 魅力化事業」 

2021 年 10 月 07 日 

2025 年 01 月 15 日 
楢葉町 

地域力による子育て推進事業 

地域力による子育て推進事業 

2021 年 10 月 24 日 

 

2024 年 11 月 12 日 

浪江町 

被災経験を活かしたみんなでつくるまち、みんなで支えるま

ち事業（震災遺構「浪江町立請戸小学校」整備） 

「持続可能なしごとづくり事業」 

2021 年 10 月 27 日 

2023 年 12 月 18 日 
富岡町 新たなひとの流れをつくる事業 

2022 年 03 月 01 日 

2024 年 01 月 16 日 

2024 年 09 月 18 日 

広野町 

広野町まち・ひと・しごと創生推進事業(防災事業) 

全ての世代が安心して住み続けることができるまち事業 

全ての世代が安心して住み続けることができるまち事業 

2022 年 05 月 19 日 

2025 年 01 月 15 日 
葛尾村 

産業再生・活力づくり事業 

産業再生・活力づくり事業 

2022 年 08 月 29 日 

2025 年 03 月 13 日 
新地町 

産業を振興し、安定した雇用をつくる事業 

産業を振興し、安定した雇用をつくる事業 

2023 年 02 月 07 日 

2025 年 05 月 28 日 
山元町 山元町まち・ひと・しごと創生推進事業 

2024 年 09 月 09 日 飯舘村 
「教育環境の整備と、子供たち・村民への『ふるさと教育』

の充実事業」 

(予定) 

2025 年 10 月 17 日 
大熊町 大熊町まち・ひと・しごと創生推進事業 

※ 当金庫本店所在地である南相馬市には、当金庫の推薦により、2021 年 3 月 9 日に同市が進めるロボット関

連産業の創業者支援事業等に対して信金中央金庫が寄附。 

 

【SDGs の理念に基づく社会貢献活動】 

当金庫を含む福島県内の8金庫は、国連が掲げる持続可能な開発目標「SDGs」の目指す

理念に賛同し、2020 年 4 月に「SDGs 共同宣言」を公表しております。当金庫は、復興と

持続可能な社会の実現に向け、本制度等を活用しながら、SDGs の理念に基づく社会貢献

活動に取り組んでまいります。 

なお、2022 年 11 月より「あぶしん SDGs サポートローン」の提供を開始し、2025 年 9

月末現在で 2 件取り扱うなど、SDGs に賛同し、地域の課題解決や持続可能な未来社会の

実現に向けて取り組む事業者を支援していくこととしております。 

 



 

35 

【地方創生関連商品の取扱い】 

当金庫は、2016年9月より、地域への円滑な資金供給を図ることを目的として、法人・

個人事業主および個人のミドルリスク先を対象としたうえ、無担保での取扱いを可能と

した「地方創生ローン」の取扱いを開始し、2025 年 9 月末現在で 1,822 件取扱いしてお

ります。 

また、地域密着総合連携協定を締結した地方公共団体に居住する個人向けに「定住促

進」および「子育て支援」に資する金利優遇商品として「地方創生スーパージャンプ住

宅ローン」および「地方創生教育ローン『みらい』」を提供しており、2025 年 9 月末現在

で各々259 件、50 件取扱いを行っております。 

 

【交流人口拡大・移住者支援に向けた取組み】 

当金庫は、交流人口拡大に寄与するため、全国の信用金庫からの団体旅行および被災

地視察旅行の受入れに積極的に対応しております。 

また、本取組みの一環として、2020 年 2 月には、地域密着総合連携協定を締結した相

双地域の 8 市町村と連携し、震災から 10 年の節目を迎える福島の今を全国に伝えるガイ

ドブック「福相双（ふくそうそう）」を製作のうえ、全国の信用金庫と商工会議所に発送

しました。本取組みについては、「第 24 回信用金庫社会貢献賞 FacetoFace 賞」を受賞し

ております。 

なお、同ガイドフックについては、定期的に改訂を行い、直近の福島の復興状況、

2021 年に開館した震災の教訓を伝承するアーカイブ施設や福島県相双地域 12 市町村の新

たな魅力を紹介する内容を加え、全国の信用金庫に送付するとともに、地元自治体およ

び地域の関係機関や地元高校卒業生などへ寄贈し、交流人口拡大と震災の風化防止およ

び風評払拭に向けた情報発信を継続して行っております。 

 

《ガイドブック(福相双)》《第 24回信用金庫       《地元の高校卒業生への寄贈》 
社会貢献賞 FacetoFace 賞》   

 
 
 
 

 
 
 

 

 

また、当金庫本店営業部がある南相馬市では、働く支援・住む支援・来る支援の 3 つ

を移住支援の柱に掲げ、移住支援のサポート窓口「みなみそうま移住相談窓口『よりみ

ち』」を設置しており、当金庫でも、移住者と地元住民双方が住みやすい街づくりを支援

しようと、2023 年 2 月に、南相馬市および移住相談窓口の運営会社であるＭＹＳＨ合同

会社の代表を講師に迎え、移住者支援サポート事業の内容および各種補助制度について

職員勉強会を開催しました。 

今後も地域社会の発展に向けて、各地方公共団体・諸団体等と連携した取組みを進め
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てまいります。 

 

【福島イノベーション・コースト構想の推進を基軸とした産業集積の促進】 

 東日本震災および原子力災害によって失われた浜通り地域等の産業を回復するため

に、新たな産業基盤の構築を目指す「福島イノベーション・コースト構想」(以下、「イ

ノベ構想」という。)のもと、2020 年には「福島ロボットテストフィールド」や「福島水

素エネルギー研究フィールド」等が開所するとともに、2023 年 4月に、我が国の科学技

術力・産業競争力を牽引する創造的復興の中核拠点として期待されている福島国際研究

教育機構(F-REI)も設立されました。 

 このような中、当金庫は、南相馬市が掲げる福島ロボットテストフィールドを核とし

たロボット関連産業の育成・集積事業の一環として、同市に進出したロボット関連ベン

チャー企業への支援強化を目的に、2020 年 12 月に同市と地域産業活性化に関する連携協

定を締結しております。 

また、南相馬市のロボット関連産業の育成・集積事業の促進に資するべく、同市と連

携し、信金中央金庫の地域創生推進スキーム「SCB ふるさと応援団」に申請・採択され、

2022 年度末までに当初計画の市内立地企業数を上回る 123 社を支援することができまし

た。 

 さらに、当金庫では、2022 年 10 月に、(公財)福島イノベーション・コースト構想推進

機構と、「福島イノベーション・コースト構想の推進に関する連携協定」を締結いたしま

した。同機構は、イノベ構想を推進する中核的な機関として活動しており、協定締結を

機に、日頃の営業活動を通じ、各種イベントや支援・優遇制度の周知、イノベ構想参画

企業の金融面での相談対応、ビジネスマッチングの支援、地域の交流人口拡大に資する

情報発信など、従前以上に緊密な連携を図ることにより、創業や企業誘致による新規取

引先の確保、既存のお取引先の新たな資金需要に繋がることが期待されます。 

今後も引き続き、(公財)福島イノベーション・コースト構想推進機構および福島国際

研究教育機構(F-REI)との交流・連携を深めつつ、信用金庫業界のネットワークを活用す

るとともに、信用金庫の中央金融機関である信金中央金庫を本連携の協力機関として位

置付け、その総合力により、イノベ構想の取組みを進展させ、地方創生に向けた取組み

を積極的に推進してまいります。 

《(公財)福島イノベーション・コースト構想推進機構との連携協定に関する締結式》 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

１．協定の目的 

   当金庫と(公財) 福島イノベーション・コースト構想推進機構が緊密 

に連携し、互いが有する機能や外部とのネットワークを有機的に結び付 

けることにより、福島イノベーション・コースト構想の対象地域である 

浜通り地域等１５市町村(※)における産業集積等の促進を通じて、地域 

経済の活性化に寄与することを目的とする。 

   (※)いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、 

富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、 

飯舘村 

 

２．連携協定締結日 

   2022 年 10 月 1 日（土） 
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ハ．被災地域における東日本大震災からの復興に資する支援事例 

【支援事例①: 企業版ふるさと納税を活用した寄附】 

当金庫では、東日本大震災以降、営業エリア内の多くの地方公共団体と「地域密着総

合連携協定」を締結するとともに、企業版ふるさと納税を活用した寄附を通じて、魅力

あるまちづくりなど、地域の課題解決や持続可能な社会の実現に資する地域創生事業へ

のご支援を行ってまいりました。 

2025 年度上期中においては、相馬市、山元町に対して寄附を行っております。 

 ※大熊町に対しては、10 月 17 日に寄附しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【支援事例②:災害支援物資等の寄贈】 

当金庫では、2025 年 9 月に災害支援物資として備蓄しているお米(無洗米)100 ㎏と、当

金庫役職員が持ち寄った食品 15 箱をあわせて、㈱福島民報社・㈱福島放送が共同で実施

している「フードドライブキャンペーン」を通じて、地域のフードバンクなどの生活困窮

者支援団体、こども食堂、福祉施設などへ寄贈しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【相馬市】 2025 年 5 月 20 日、寄附贈呈 

 寄附対象事業： 

「一人ひとりの未来の希望を支えるための環境を整備する事業」 

尾浜こども公園の利活用にかかる事業に活用されます。 

 

【山元町】 2025 年 5 月 28 日、寄附贈呈 

 寄附対象事業： 

「山元町まち・ひと・しごと創生推進事業」 

安心して働ける地域をつくる事業、新しいひとの流れを加速させる事業などに活用

されます。 

 

【大熊町】 2025 年 10 月 17 日、寄附贈呈 

 寄附対象事業： 

「大熊町まち・ひと・しごと創生推進事業」 

人の流れを生む魅力的なしごとと環境を作る事業に活用されます。 
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【支援事例③:「恐竜まつり 2025in 南相馬」の開催】 

当金庫では、2025 年 8 月に本店営業部(あぶしんふれあい館)において「恐竜まつり

2025in 南相馬」を開催しました。 

本イベントは、新本店営業部のリニューアルオープンから約１年を記念し、店舗建設

に携わった事業者と共に企画・運営したもので、近隣の小学校在校児童などを対象に、

古生物学や化石、恐竜を通じて「学ぶ楽しさ・知るよろこび」を体験できる学びの機会

を提供し、２日間で延べ 250 名が来場しました。 

今後も当金庫では、今回の取り組みを踏まえ、地域の皆様に喜んでいただける企画を

継続的に実施し、地域の活性化、交流機会の創出等に貢献してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《「恐竜まつり 2025in 南相馬」の状況》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 主  催 】  
恐竜まつり 2025 in 南相馬 実行委員会  
あぶくま信用金庫 
OCEAN project 
庄司建設工業株式会社 

 
【 協  賛 】  
株式会社ウッドコア  
株式会社カドワキカラーワークス  
恒栄総合設備株式会社/株式会社秀光  
株式会社ショッププランナー国際  
綜合警備保障株式会社（ALSOK）  
株式会社テルミック/藤寿産業株式会社  
株式会社原町サイン  
株式会社イグアス 

 
【 協  力 】  
長崎市恐竜博物館（ベネックス恐竜博物館）  
長崎市歴史文化博物館/長崎キワニスクラブ 
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【支援事例④:取引先中小企業への支援】 

当金庫の取引先である Zip Infrastructure㈱は、次世代の都市交通インフラを担うと

期待される自走式ロープウェイ「Zippar（ジッパー）」の開発・実用化に取り組んでいま

す。「Zippar」はロープとレール両方を走行できる革新的な交通システムであり、道路上

空を走行する次世代の乗り物として、独自の技術により従来の交通手段では困難であっ

た都市部の交通渋滞や運転手不足といった課題を解決します。また、既存のモノレール

と比較して約 5分の 1のコストでの導入が可能と試算されており、建設期間も 1年程度と

短く、効率的かつ低コストの整備が実現できるなど、路線バスとモノレールの間を埋め

る新たな交通手段として期待されています。 

現在は南相馬市での実証実験が進められており、将来的な路線導入に向け複数の自治

体でも導入検討中で、「渋滞のない、どこでも駅徒歩 5 分圏内となる世界」の実現に向け、

着実に取り組みが進められています。 

当金庫は、こうした先進的な事業に挑戦する Zip Infrastructure㈱に対し、資金面で

支援を行うとともに、今後も地域金融機関として、同社のさらなる発展を力強く後押し

し、持続可能で快適な都市交通の実現に向けて共に歩んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策の進捗状況 

イ．創業または新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策 

(ｲ)外部機関との連携による支援 

当金庫は、営業店と業務推進部および審査管理部が連携し、新規創業や新たな事業分

野の開拓を目指す事業者に対して、経営相談、指導・助言、セミナーの開催および経営

情報の提供等、事業者が抱える悩みや課題等を解決するための支援の取組みを積極的に

行っております。 

この取組みの実効性を高めるため、㈱日本政策金融公庫、信用保証協会およびＴＫＣ

全国会等の外部機関との連携強化を図っており、外部機関の専門的な知見、ノウハウお

よび機能を積極的に活用しております。 

㈱日本政策金融公庫との連携は、2014 年 7 月、同公庫いわき支店・福島支店と新たに

「業務連携・協力に関する覚書」を締結いたしました。 

本締結により、東日本大震災に係る復興支援、事業再生支援、農商工連携および経営

革新等について、中小企業者、農林水産事業者に対する支援をより一層充実し、情報交
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換等の連携を強化することで合意しました。創業支援、事業再生支援等のノウハウを持

つ同公庫と協調融資を行うことにより、これまで以上に地域経済の活性化に資すること

ができると考えております。 

覚書締結後、2025 年 9月末現在、89 件 2,808 百万円の協調融資を実行しております。 

また、信用金庫取引先の創業等支援を図るため、信金キャピタル㈱が組成した中小企

業向け創業・育成＆成長支援ファンド「しんきんの翼」の取扱いが 2014 年 6 月から開始

されており、今後、当金庫では、当ファンドの活用も検討してまいります。 

 

(ﾛ)創業等事業者向け商品の提供 

当金庫は、新規創業等を目指す事業者に対する資金供給手段として、信用保証協会等

の公的機関における各種制度融資および保証制度を紹介・提案し、積極的に活用してお

りますが、公的機関の融資制度等に定める一定要件を満たさない場合や上限金額を超え

る場合に対応するため、プロパーの融資商品「あぶくまサポートⅢ」を提供しており、

2025 年 9月末現在の取扱実績は 12 件 67 百万円となっております。 

加えて、2018 年 10 月より㈱日本政策金融公庫との協調融資商品「あぶしん創業ローン」

を提供しており、2025 年 9 月末現在の取扱実績は 11 件 28 百万円となっております。 

 

(ﾊ)創業支援ファンドおよび助成金の活用による支援 

当金庫は、信金中央金庫が中小企業のライフステージに応じたコンサルティング機能

の発揮が期待される信用金庫の取組みをサポートするため信金キャピタル㈱との共同出

資により設立した中小企業向け創業・育成＆成長支援ファンド「しんきんの翼」を活用

した支援を検討してまいります。 

なお、2024年9月に他地区の信用金庫と連携し、関東圏から福島県南相馬市に本社を移

転したベンチャー企業に対して、本ファンドによる資金的な支援を行っております。 

 

ロ．経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む｡)に対する支援に係る機能

の強化のための方策 

(ｲ)販路開拓・拡大等に係る支援 

当金庫は、お取引先の新たな販路や仕入先の開拓・拡大および事業の拡大等を支援す

るための取組みとして、信用金庫業界の全国ネットワークを活用して開催されるビジネ

スフェアや個別商談会等への出展機会をお取引先に紹介・提供しております。 

今後も引き続き、お取引先のビジネスチャンスの創出および地域経済の活性化への貢

献が期待できるため、信用金庫業界のネットワークやインターネット等を活用したビジ

ネスマッチング等による販路開拓・拡大等支援の取組みを積極的に推進してまいります。 

 

(ﾛ)経営改善に係る支援 

当金庫は、営業店長を経営支援責任者とする営業店と審査管理部経営支援課が連携し、

経営改善が必要であると判断したお取引先に対して、定期的な営業活動等を通じて経営

実態を把握するとともに、経営改善に向けた継続的な指導・助言等を行っております。 
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また、経営改善支援先の業務・財務内容および経営課題等を的確かつ詳細に分析した

うえで、必要に応じて「経営改善計画」の策定を支援するとともに、計画策定後につい

ては改善状況の進捗等を踏まえて、資金繰り支援や貸付条件の変更等を実施する等、計

画達成に向けたサポート活動を行っております。 

なお、当金庫は、「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企

業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律」にもとづく経営革新

等支援機関（中小企業が抱える経営課題に対して、事業計画策定支援等の専門性の高い

支援を行うため、税務、金融および企業の財務に関する専門的知識を有し、これまで経

営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っている機関）として、2013年 2

月、国の認定を受けております。 

また、中小企業活性化協議会および（独）中小企業基盤整備機構等の外部機関や税理

士等の外部専門家との連携強化を図っており、外部機関等の専門的な知見、ノウハウお

よび機能を積極的に活用しております。 

今後も引き続き、経営改善支援先の的確な実態把握に努めるとともに、外部機関等と

の連携も図りながら、適切な指導・助言および経営課題等解決のための最適な施策の提

案を行う等、コンサルティング機能を十分に発揮してまいります。また、当金庫は、こ

のような活動を通じて、お取引先に自らの経営の目標や課題を正確かつ十分に認識して

いただいて主体的な行動を促すとともに、支援先の経営改善および成長に向けた取組み

を最大限支援してまいります。 

 

(ﾊ)コンサルティング機能を発揮できる人材の育成 

当金庫は、地域の復興・創生を果たすためには、地域やお客様が抱える課題を的確に

認識し、適切な方法等により解決できる人材を育成することが必要であると考えており

ます。 

具体的には、お客様の経営改善、事業再生および生活再建等の取組みを支援すること

ができるコンサルティング機能の発揮や目利き力の向上に向けた人材の育成を図るため、

外部機関が主催する研修やセミナー等に積極的に職員を派遣するとともに、経営改善・

事業再生等をテーマとした庫内研修、庫内トレーニー制度の実施、営業店におけるＯＪ

Ｔの推進、審査管理部等による営業店への臨店指導およびファイナンシャルプランナー

や中小企業診断士等の各種公的資格の取得を奨励しております。 

当金庫は、今後も引き続き、外部研修等への積極的な職員派遣および継続的な研修実

施等による職員の能力向上に努め、コンサルティング機能を発揮等するために必要な専

門的なスキル・ノウハウを持った人材を育成、強化してまいります。 

 

(ﾆ)取引先の人材確保に向けた支援 

当金庫は、若年層の減少や都市部への流出等により、経営課題として人手不足を挙げ

る地域の中小企業が増加する中、人手不足の解消と地域の人材還流による地域経済の活

性化を図ることを目的に 2019年 12月に大手総合人材サービス企業であるパーソルホール

ディングス㈱と業務提携を行いました。新卒採用にニーズのある企業に対しては「doda
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キャンパス」、中途採用にニーズのある企業に対しては「ミイダス」を紹介しております。 

また、各産業分野にて人材不足問題が深刻化している現状において、当金庫は、(公

財)産業雇用安定センター福島事務所と相互連携を図ることにより、取引先事業者等の人

材ニーズに対する支援を推進し、地域における労働力供給の安定、持続的な企業の成長

と地域経済の発展に資することを目的として、2022 年 8 月に連携協定を締結いたしまし

た。 

本協定により、お取引先の経営課題解決に向けた本業支援として、当金庫取引先企業

の人材ニーズに関する相談を聞き取り、同センターと情報を共有するとともに、当金庫

職員と同センター職員の取引先事業者への同行訪問や、取引先事業者の従業員の出向や

再就職など、2025 年 9月末現在で 40 先を支援しております。 

 

ハ．早期の事業再生に資する方策 

当金庫は、中小企業活性化協議会、産業復興機構および(公社)福島相双復興推進機構等

の外部機関の活用や弁護士等の外部専門家との連携を図りながら、被災した事業者および

個人のお客様の再生・再建に向けた支援に取り組んでおります。 

今後も引き続き、個々の被災者の実情を踏まえ、必要に応じて以下の対応を行ってまい

ります。 

(ｲ)外部機関との連携等による取組み 

当金庫は、営業店と審査管理部経営支援課が連携し、抜本的な事業再生により経営の

改善が見込まれると判断したお取引先に対して、事業再生に向けた具体的な方針の検討、

最適な再生方法の選択および提案等を行っております。 

具体的には、中小企業活性化協議会や他金融機関との連携による再生支援、産業復興

機構および㈱東日本大震災事業者再生支援機構等を活用した再生支援に取り組んでまい

りました。また、外部機関を活用した再生支援後においても、必要に応じて連携先と協

力しながら、支援先の業況や経営改善の進捗状況等についてモニタリングを継続すると

ともに、適切な指導・助言等を行っております。 

また、当金庫は、事業再生等に豊富な支援実績を有する㈱地域経済活性化支援機構の

活用についても、今後、必要に応じて検討してまいります。 

なお、2025 年 9 月末現在における外部機関の活用実績は、福島県中小企業活性化協議

会 3 件、宮城県中小企業活性化協議会 1 件、福島産業復興機構 3 件、宮城産業復興機構 2

件および㈱東日本大震災事業者再生支援機構 5件となっております。 

当金庫は、今後も引き続き、地域における雇用維持および地域経済の活性化への貢献

が期待できるため、外部機関等との連携・協力関係を構築し、財務等の抜本的な見直し

による早期の事業再生に向けた取組みを推進してまいります。 

 

(ﾛ)事業再生支援ファンドの活用 

当金庫は、被災地域で事業再生に取り組む事業者を支援することを目的として信金中

央金庫が設立した復興支援ファンド「しんきんの絆」を活用した支援を実施しておりま

す。なお、2025 年 9 月末現在における活用実績は、2 件となっております。 
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(ﾊ)ＤＤＳ等による金融支援 

当金庫は、お取引先の財務体質の改善を図ることにより、事業再生の実現可能性が高

いと判断できる場合、既存の借入金を資本性借入金（劣後ローン）としてみなせるＤＤ

Ｓや株式に振り替えるＤＥＳによる金融支援が有効な手段であると考えており、今後、

これらの取扱いも検討してまいります。 

なお、2025 年 9 月末現在において、ＤＤＳ、ＤＥＳおよびＤＩＰファイナンスの取扱

実績はございません。 

 

ニ．事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策 

(ｲ)事業承継に対する支援 

当金庫は、少子・高齢化の進行に伴い、経営者が悩みを抱える事業承継に関する相談

に対して、営業店および本部が一体となって対応するとともに、信金中央金庫が設置し

た事業承継ホットラインの活用など必要に応じて外部機関との連携も図りながら、問題

解決に向けた支援の取組みを積極的に行っております。 

なお、Ｍ＆Ａによる事業承継支援については、当金庫、信金キャピタル㈱および㈱日

本Ｍ＆Ａセンターの 3 者間において、2012 年 4 月、「Ｍ＆Ａ業務協定」を締結しており、

外部機関の専門的な知見、ノウハウおよび機能を有効に活用しております。 

また、当金庫お取引先の次世代を担う若手経営者の顧客組織「あぶくま元気塾」を

2003 年 11 月に立ち上げており、これまで講演会・セミナーの開催や視察研修の実施等、

後継者の育成にも積極的に取り組んでおります。 

なお、2025 年 9月末までに、12先の相談に対応しております。 

今後も引き続き、お取引先の事業承継に関する潜在的なニーズの発掘に努めるととも

に、適切な指導・助言および問題解決のための最適な施策の提案を行う等、事業承継に

対する支援機能を強化してまいります。 

 

(ﾛ)相続等に関する相談対応 

事業承継に伴う相続相談については、主に営業店が対応しておりますが、専門家によ

る対応が必要な場合には、相続に精通している税理士をお取引先に紹介しております。 

今後も引き続き、営業店窓口や移動相談会等においてご相談のあったお取引先に対し

ては、営業店と本部が情報を共有化し、課題の明確化等の支援、税理士の紹介等により、

お取引先の課題解決に向けた積極的な取組みを行ってまいります。 

なお、当金庫は、お取引先から廃業等に係る相談を受けて、事業継続が見込まれない

と判断した場合には、経営者の事業意欲、資産状況および取引状況等を十分勘案したう

えで、Ｍ＆Ａ等事業承継の選択肢が提案できないか慎重かつ十分な検討をすることとし

ております。 

さらに、必要に応じて税理士および弁護士等の専門家との連携を図り、事業の整理内

容等を関係当事者が納得できるよう十分な説明を行ってまいります。 
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３．剰余金の処分の方針 

当金庫は、地域のお客様から出資を受け入れ事業を行う協同組織金融機関として、これま

で事業によって生じた剰余金については、内部留保の充実に努めるとともに、普通出資への

安定的な配当を維持することを基本方針としております。 
当金庫は、経営強化計画に掲げる各種施策を着実に実施することにより、地域の復興・創

生および地域経済の活性化を通じ、収益確保に努めてまいります。 
また、今後、優先出資については所定の配当を行うとともに、普通出資については安定的

な配当を実施できるよう、引き続き内部留保の蓄積に努め、優先出資の返済を目指してまい

ります。 
なお、当金庫の自己資本の状況および今後の収益計画を踏まえ、2026 年 2 月を目途に優先

出資 200 億円を買入消却する予定としております。 
 

４．財務内容の健全性および業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 

（１）経営管理に係る体制および今後の方針 

当金庫は、経営上の重要事項に関する意思決定機関として「理事会」を設置するととも

に、理事会において決定した経営方針にもとづく具体的な業務執行に関する重要事項の協

議・決定やその進捗の管理を行う機関として「常務会」を設置しております。 

また、当金庫は、業務の有効性および効率性、財務報告の信頼性を高めること、および

事業活動に関わる法令等の遵守、資産保全の目的を達成するため、「内部統制基本方針」

を定め、業務の健全性および適切性を確保するための体制の整備と実効性の確保に努めて

おります。当金庫は、この方針等に則り、「法令等遵守基本方針」、「顧客保護等管理方針」

および「統合的リスク管理方針」等の経営に係る基本方針や各種規程・要領等を定め、こ

れらの方針等を全役職員に対して周知徹底するとともに、継続的な見直しを行う等、内部

統制システムの整備を図っております。 

さらに、当金庫は、「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、反社会的勢力に対し毅

然とした態度で臨み、確固たる信念をもってこれを排除し、その関係遮断を徹底すること

により、公共の信頼を維持し、業務の健全性および適切性の確保に努めております。 

併せて、マネーローンダリング・テロ資金供与対策では、当該リスクへの対応を経営上

の最重要課題の一つと位置付け、経営陣の主導的な関与のもと、適切なリスク管理態勢を

構築するとともに、リスクベース・アプローチに基づくリスク低減措置を講じており、リ

スクの特定・評価や顧客管理（顧客リスク評価、継続的顧客管理）、取引モニタリング、

疑わしい取引の届出など、関係法令、ガイドライン等で求められている事項にかかる態勢

整備・構築は 2024年 3月末までに完了しており、今後は、有効性の検証の観点から態勢整

備の見直し・高度化に取り組んでいくこととしております。 

なお、経営強化計画に掲げた各種施策等の取組みについては、役職員一丸となって推進

していくとともに、定期的に部店課長会議、常務会および理事会において進捗状況の管理

を徹底しており、施策の取組みが十分でないと認められる場合には、担当部門に対して、

要因分析および具体的な対応策の検討・企画立案を指示しております。 

当金庫は、今後も引き続き、基本方針等にもとづく適切な経営管理体制を維持・強化す
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るとともに、実効性の確保に努めてまいります。 

 

■経営管理態勢組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）業務執行に対する監査または監督の体制および今後の方針 

当金庫は、監事監査および監査部における監査により、業務執行に対する監査を行い、

経営の健全性の維持・向上に努めております。 

監事については、常勤監事に加え、信用金庫法にもとづき員外監事を選任しております。

監事は、重要な意思決定の過程および業務執行状況を把握するため、理事会、常務会およ

びその他の重要な委員会に出席するほか、重要な稟議書その他業務執行に関する重要な書

類を閲覧し、理事または職員に対し、必要に応じて説明を求めることとしております。 

また、監事は、当金庫の内部監査部署である監査部と連携し、当金庫の業務執行の適切

性を検証するとともに、監事監査を踏まえ、理事会に検証結果を報告しております。 

監査部については、内部監査の公平性および客観性を確保するため、業務執行部門から

完全に独立した理事長直轄の部署とし、事業年度毎に策定する「監査計画書」にもとづき、

本部および営業店の内部管理態勢、法令等遵守態勢、顧客保護等管理態勢およびリスク管

理態勢等を監査し、その適切性および有効性を検証・評価しております。 
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なお、監査部は、内部監査の結果を「監査報告書」として取りまとめたうえで、遅滞な

く理事長に報告しております。被監査部門に対しては「監査結果通知書」を通知し、不備

および改善が必要な事項については是正を指示する等、業務の改善指導を行うとともに、

その改善状況の確認を行っております。 

さらに、会計監査人による外部監査は、外部の監査人と監査契約を締結しており、厳正

な監査を受け会計処理の適正化等に努めております。 

当金庫は、今後も引き続き、適切な業務執行に対する監査または監督の体制を維持・強

化するとともに、実効性の確保に努めてまいります。 

 

（３）与信リスクの管理（不良債権の適切な管理を含む。）および市場リスクの管理を含む各

種のリスク管理の状況ならびに今後の方針 

当金庫は、リスク管理を経営の最重要課題として位置づけており、リスク管理に係る基

本方針や各種規程・要領等を整備するとともに、様々なリスクを一元的に把握・分析・管

理し、的確に対応できる管理態勢の構築を図るため、統合的なリスク管理の統括部署とし

てリスク管理委員会を設置し、経営の健全性の維持・向上および適正な収益の確保に努め

ております。 

当金庫は、今後も引き続き、各種研修・勉強会等を通じて全役職員のリスク管理に対す

る高い意識を醸成し、適切なリスク管理体制を維持・強化するとともに、実効性の確保に

努めてまいります。 

 

イ．信用リスク管理 

当金庫は、「信用リスク管理方針」および信用リスク管理に係る各種規程等を定め、資

産の健全性確保のための基本的な方針、リスク管理体制、リスクの所在、リスクの種類・

特性、リスクの評価、モニタリングおよびコントロール等の管理に係る手法を明確にする

とともに、信用リスク管理の重要性を十分に理解し、適正かつ厳格な管理を行っておりま

す。 

また、役職員が与信取引を行うにあたって遵守しなければならない基本的な考え方を

「クレジットポリシー」に定め、健全な倫理観にもとづいた行動および判断を行うよう周

知徹底を図っております。 

信用リスク管理に係る組織体制については、審査管理部を主管部署と定め、営業推進部

門からの独立性を確保し、牽制機能を発揮できる管理態勢とするため、審査管理部内に個

別案件の適切な審査・管理等を行う「審査部門」、信用格付等を用いた信用リスクの評

価・計測や業種別等与信ポートフォリオの状況の把握・管理を行う「与信管理部門」およ

び問題債権の管理・回収等を行う「問題債権管理部門」を設置し、各部門が各々の方針等

にもとづいた業務運営を行っており、信用リスク管理の実効性を確保しております。 

また、大口与信先および反復・継続的に与信が発生する先については、予めクレジッ

ト・リミットを設定する等の対応を図っておりますが、当金庫の経営に大きな影響を及ぼ

す可能性のある大口与信先等については、必要に応じて審査会を開催するほか、信用状況

や財務状況について継続的にモニタリングを行う等、個別に管理しております。 
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また、当金庫は、信用リスクを的確に評価・計測するため、業務の規模・特性およびリ

スク・プロファイルに照らして適切な信用格付制度を整備しております。なお、個人事業

者など信用格付を付与していない先については、財務面および代表者の資質等定性的な要

因を十分に踏まえ、与信管理を行っております。 

 

ロ．市場リスク管理 

当金庫は、「市場リスク管理方針」および市場リスク管理に係る各種規程等を定め、市

場リスク管理に関する基本方針、リスク管理体制、リスクの所在、リスクの種類・特性、

リスクの評価、モニタリングおよびコントロール等の管理に係る手法を明確にするととも

に、市場リスク管理の重要性を十分に理解し、適正かつ厳格な管理を行っております。 

市場リスク管理に係る組織体制については、総合企画部を主管部署と定め、牽制機能を

発揮できる管理態勢とするため、「市場部門」（フロントオフィス）、「リスク管理部門」

（ミドルオフィス）および「事務管理部門」(バックオフィス）を分離するとともに、統

合的なリスク管理の統括部署であるリスク管理委員会において、市場リスクの状況を定期

的にモニタリングする等、市場リスク管理の実効性を確保しております。 

総合企画部は、市場リスク管理に係る各種規程等にもとづいて、市場リスク量を VaR

（バリュー・アット・リスク）等の手法を用いて計測・分析するとともに、リスク量を一

定の範囲内にコントロールするために設定した限度枠の使用状況等を定期的にモニタリン

グしております。市場リスクの限度枠については、自己資本や収益力等を勘案し、取り扱

う業務やリスク・カテゴリー毎に、それぞれに見合った適切な限度枠を設定するとともに、

定期的にまたは必要に応じて限度枠の設定方法および設定枠を見直しております。 

なお、アラームポイントを超過した場合には、速やかにポジション、リスク等の削減等

の是非について意思決定できる情報を常務会等に報告するとともに、対応策を協議できる

態勢を整備しております。 

 

ハ．流動性リスク管理 

当金庫は、「流動性リスク管理方針」および「流動性リスクマニュアル」を定め、流動

性リスク管理に関する基本方針、リスク管理体制、リスクの所在、リスクの種類・特性、

リスクの評価、モニタリングおよびコントロール等の管理に係る手法を明確にするととも

に、流動性リスク管理の重要性を十分に理解し、適正かつ厳格な管理を行っております。 

流動性リスク管理に係る組織体制については、事務部を主管部署と定め、「資金繰り管

理部門」および「リスク管理部門」を分離するとともに、リスク管理委員会において、流

動性リスクの状況を定期的にモニタリングする等、流動性リスク管理の実効性を確保して

おります。 

当金庫は、短期間で資金化が可能な現金や預け金等の支払準備資産を一定額以上保有す

ることを流動性リスクマニュアルで定めております。本部および営業店は、市場流動性お

よび資金繰りに影響を及ぼす可能性のある事項について、情報を収集・分析することとし

ております。事務部は、流動性リスクの状況について、リスク管理委員会に毎月報告して

おります。 
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また、当金庫は、資金繰りの逼迫度合いに応じた資金確保等の対処方法を定めており、

さらに緊急を要する場合には、リスク管理委員会において、必要な対応策を講じることと

しております。 

なお、当金庫は、不測事態が発生した際の「緊急時対策要領」を策定しており、流動性

危機時の連絡・報告体制、対処方法および指示・命令系統等を明確にする等、迅速かつ適

切な対応を行うことができるよう態勢整備を図っております。 

 

ニ．オペレーショナル・リスク管理 

当金庫は、「オペレーショナル・リスク管理方針」および「オペレーショナル・リスク

マニュアル」を定め、オペレーショナル・リスク管理に関する基本方針、リスク管理体制、

リスクの所在、リスクの種類・特性、リスクの評価、モニタリングおよびコントロール等

の管理に係る手法を明確にするとともに、オペレーショナル・リスク管理の重要性を十分

に理解し、適正かつ厳格な管理を行っております。 

当金庫は、オペレーショナル・リスクを「事務リスク」、「システムリスク」、「法務リス

ク」、「人的リスク」、「有形資産リスク」および「風評リスク」等に分類し、各リスク別の

主管部署において適切なリスク管理を行うとともに、事務部をオペレーショナル・リスク

全体の総括部署として、オペレーショナル・リスク管理の実効性を確保しております。 

 

(ｲ) 事務リスク 
当金庫は、「事務リスク管理方針」および各種規程・要領等を定め、事務処理の正確性

の確保および事故・不正等の発生防止に努めるとともに、事務ミス等が発生した場合に

は原因分析や再発防止策の検討、事務処理方法の見直しを行う等、適切な管理を行って

おります。 
また、事務部は、営業店等において事務処理が適切に行われるよう、定期的に事務指

導および研修を行っております。 
 

(ﾛ) システムリスク 
当金庫は、「システムリスク管理方針」および各種規程・要領等を定め、情報資産の保

護およびコンピュータシステムの安定稼動に努めるとともに、システム障害等が発生し

た場合の態勢整備やシステムリスクの状況を定期的にモニタリングする等、適切な管理

を行っております。 
また、コンピュータシステム、データおよびネットワーク管理上のセキュリティを統

括する「システム責任者」を事務部に配置し、情報セキュリティの徹底・強化に努めて

おります。 
さらに、当金庫は、2016 年 10 月に金融庁が開催した「サイバーセキュリティ演習」、

2023 年 1月、2024年 1月および 12月に㈱しんきん情報システムセンターが開催した「イ

ンシデント対応能力を評価する演習」に参加し、課題の把握、態勢整備・規程・要領の

見直しなどを行い、サイバー攻撃等による不測の事態にも迅速かつ適切な組織的対応が

実行できるよう備えております。 
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(ﾊ) 法務リスク 
当金庫は、「法令等遵守方針」および各種規程・要領等を定め、法令等遵守態勢の整

備・強化に努めるとともに、各種業務における法務リスクの検証や当金庫の損害の未然

防止を図る等、適切な管理を行っております。 
また、本部各部および営業店に「コンプライアンス責任者」を配置し、庫内研修等の

実施により、コンプライアンス意識の啓蒙・醸成を図っております。 
 

(ﾆ) 人的リスク 
当金庫は、各種人事関連規程・要領等を定め、公平・公正な人事運営および差別的行為

（セクシャルハラスメント、パワーハラスメント）の防止・排除に努めるとともに、人的

リスクの管理能力を向上させるための教育・研修や職場指導の実施および職員のメンタル

ヘルス不調等を予防するためのストレスチェック制度を導入する等、適切な管理を行って

おります。 
 

(ﾎ) 有形資産リスク 

当金庫は、関連規程・要領等を定め、地震および風水害等の大規模災害に備え、当金庫

が所有または賃借する建物・設備等の状態を定期的に確認・点検するとともに、必要に応

じて改修等の処置を講じる等、適切な管理を行っております。 
 

(ﾍ) 風評リスク 

当金庫は、関連規程・要領等を定め、ディスクロージャー誌等による透明度の高い情報

開示を行い、評判の悪化や風説の流布等の防止に努めるとともに、風評等が発生した場合

の対応方法やインターネット等の風評関連情報を定期的に確認する等、適切な管理を行

っております。 
 

以 上 


